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財政制度等審議会・財政制度分科会は、平成30年度予算の編成及び今
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I. 総論 

 

１．財政の現状と課題 

 

我が国の財政は引き続き深刻な状況に陥っている。 

政府は平成 28 年度、29 年度と２年連続「経済・財政再生計画」1に示

された歳出改革の「目安」2を達成した。しかしながら、内閣府の「中長

期の経済財政に関する試算」（平成 29 年７月 18 日）（以下、中長期試算）

によると、平成 28 年度の国・地方のプライマリーバランス（以下、PB）

3は、▲18.9 兆円（対 GDP 比▲3.5％）もの赤字と見込まれている。また、

同年末の一般政府債務残高は対 GDP 比 239％4と歴史的にも国際的にも

例のないレベルで高止まりしており、将来世代に対して膨大なつけを残

し続けている状況には全く変わりがない。〔資料Ⅰ－１－１、２参照〕 

少子高齢化により財政や社会保障の支え手が減少していくことを踏ま

えれば、世代間の受益と負担の格差を是正するためにも、一刻も早くこの

ような状況を変える必要がある。 

こうした中、政府は平成 29 年９月、以下の旨を発表した5。 

・ 少子高齢化という課題を克服するため、高等教育や幼児教育・保育に

係る負担の軽減、介護人材の確保等の「人づくり革命」を実施すべく、

２兆円規模の新たな政策を実施する。 

・ その財源の大宗は、平成 31 年 10 月に予定されている消費税率の

10％への引上げによる増収分の使い道を変更することにより賄う。 

・ 2020 年度（平成 32 年度）の PB 黒字化目標の達成は困難となった

                                                  
1 「経済財政運営と改革の基本方針 2015」（平成 27 年６月 30 日閣議決定）の第３章。 
2 「経済・財政再生計画」では、2016～2018 年度（平成 28～30 年度）の３年間（「集中改革期

間」）にかけて、一般歳出の伸びを 1.6 兆円、うち社会保障関係費の伸びを 1.5 兆円に抑える

ことを「目安」としており、年平均でそれぞれ 5,300 億円及び 5,000 億円の伸びに抑える必要

がある。 
3 プライマリーバランス（基礎的財政収支）とは、税収・税外収入と、国債費（国債の元本返済

や利子の支払いに充てられる費用）を除く歳出との収支のことを表し、その時点で必要とされ

る政策的経費を、その時点の税収等でどれだけ賄えているかを示す財政指標。 
4 国際通貨基金（IMF）「世界経済見通し」（平成 29 年 10 月）による推計（額面価格ベース）。 
5 内閣総理大臣記者会見（平成 29 年９月 25 日）。 
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ものの6、財政再建の旗を降ろすことはなく、PB の黒字化を目指すとい

う目標自体は堅持し、引き続き歳出・歳入両面からの改革を続け、今後、

達成に向けた具体的な計画を策定する。 

政府はこうした取組により、子育て・介護に係る不安と財政・社会保障

の持続性に対する不安という国民の２つの大きな不安を解消し、消費の

喚起にもつなげていくと説明している。 

当審議会としても、次世代の育成とともに、女性の活躍を促進し、労働

力人口の減少のペースを緩めていく観点からも、子育てを支援していく

必要がある等の提言を行ってきており、少子高齢化に対する政府の問題

意識を共有するものである。また、財政・社会保障の将来に関する家計や

企業の不安を払拭し、安心して消費・投資できる環境を整備することの重

要性も強調してきたところである。 

一方、上記のとおり膨大な公的債務が積み上がっている中、消費税の

増収分を財源として少子化対策への支出を拡大し、2020 年度（平成 32

年度）の PB 黒字化目標の達成は困難となる旨を政府が発表した以上、

我が国の財政規律がこれまでにも増して強く問われていることを認識す

べきである。今こそ財政に対する信認を確保すべきである。 

国民の不安の解消、消費の喚起といった成果につなげるためには、財

政再建に対する政府のコミットメントを説得力ある形で強く示すことが

必要不可欠である。景気の緩やかな回復基調が続いている中、腰を据え

た歳出・歳入改革により一層取り組み、経済再生と財政健全化の両立を

図っていくべきである。 

以上を踏まえ、当審議会としては政府に対して、 

・ 平成 30 年度予算について、歳出改革の「目安」を遵守しつつ生産

性向上に資する質の高い予算とすること、 

・ PB 黒字化をできるだけ早期に確実に達成すべく、達成時期に加

え、これまでの歳出・歳入改革を加速させる具体的な措置を備えた、

                                                  
6 内閣府の中長期試算では、４％近くの高い名目経済成長率の実現を仮定した「経済再生ケー

ス」においても、2020 年度（平成 32 年度）において▲8.2 兆円（対 GDP 比▲1.3％）の PB
赤字が残る試算となっている。〔資料Ⅰ－１－１参照〕なお、この試算には、消費税率の２％

の引上げによる増収分の使い道の変更の影響は織り込まれていない。 
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実効性ある財政健全化計画を策定すること、 

・ 消費税率の 10％への引上げは約束どおり平成 31 年 10 月に実施す

ること、 

を強く求めるものである。 
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２．財政健全化に向けた基本的考え方 

 

 PB の黒字化達成に向けた新たな計画の策定を念頭に置いて、財政健全

化はなぜ必要か、そのための目標についてどう考えるか、景気回復期にお

いては財政健全化にどう取り組むべきかといった基本的な考え方につい

て、改めて整理することとしたい。 

 

（１）財政健全化の必要性 

 PB が赤字であるということは、今を生きる我々が、過去の債務の償還・

利払いはもとより、年金や医療、教育など自らが受けているサービスに見

合う負担も負わず、将来世代に負担を押し付けていることを意味する。将

来世代に明るい未来を残すため、自分の世代だけが良ければそれで良い

と考えるのではなく、我々に何ができるか、一人一人が自分、そして自分

の子供や孫の問題として危機感をもって真剣に考えなくてはならない。 

 そのためには、財政状況の悪化を放置すれば国民生活にどのような影

響が生じるか、分かりやすくかつリアリティをもって伝える必要がある。

金利上昇により国債の利払費が大きく増えれば、国民生活に必要不可欠

な公的サービスの水準が低下するおそれがある。更に財政破綻、すなわち、

終戦直後のハイパーインフレーションやギリシャ等における債務危機の

ような事態となれば、国民生活に深刻な悪影響が生じる。〔資料Ⅰ－２－

１、２参照〕 

財政危機がどのような形をとるにせよ、一番の被害を受けるのは結局、

国民である。被害を受けるのが国民であれば、それを止めることができる

のも国民であり、国民が選ぶ政治家である。こうした国民的・政治的コン

センサスを形成していくためにも、引き続き、広報や財政・租税教育を通

じて、財政危機の影響の大きさや財政健全化の必要性についての認識が

国民の中で広く共有されるよう努めていく必要がある。 

 

 財政健全化は、将来世代に対する責務であると同時に、我々にとっても

急務である。 
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 第一に、財政健全化は、民需主導の持続的な経済成長を実現する上で不

可欠である。 

 家計の動向を見ると、雇用・所得環境の改善に対して、消費の伸びは相

対的に弱く、平均消費性向は低下傾向にある。〔資料Ⅰ－２－３参照〕こ

の要因の一つとして、家計、特に若年層は財政・社会保障の持続可能性へ

の不安から、消費を手控えているとの指摘がなされている。老後の生活設

計について悩みや不安を感じている者の割合は、40～59 歳や 60 歳以上

では近年横ばいである一方、20～39 歳においては上昇傾向にある。世代

別の平均消費性向を見ると、39 歳以下の世帯の低下傾向がより顕著とな

っている。〔資料Ⅰ－２－４参照〕 

 個人を対象にした調査でも、社会保障制度や税制の先行きに関する不

確実性が高いと感じており、そのことが消費の抑制・貯蓄志向の高まりに

つながっていることが示されている7。 

 企業においては、収益が過去 高となる一方で、設備投資や賃金の伸び

は相対的に低く留まっており、現預金が積みあがっている。〔資料Ⅰ－２

－５参照〕企業に対しては予算・税制を含む各種の施策によって設備、人

材等への投資が促されているところであるが、他方、企業は社会保障制度

や財政等の先行きについての不確実性が高いと感じており、そうした不

確実性が設備投資や正社員の採用等の意思決定に影響しているとする調

査結果もある8。また、財政の持続可能性に関する不確実性の高まりは、

国債や企業の信用力に悪影響を及ぼす9とともに、マクロ経済環境の安定

性に関する評価を低め、日本の国際競争力を引き下げる要因ともなって

いる10。 

 財政健全化への着実な取組によって財政・社会保障の将来に対する家

                                                  
7 森川正之（2017）、「政策の不確実性と消費・貯蓄行動」、RIETI Policy Discussion Paper、

17-J-007。 
8 森川正之（2016）、「政策の不確実性：企業サーベイに基づく観察事実」、RIETI Policy 

Discussion Paper、16-P-005。 
9 平成 29 年４月に予定されていた消費税率引上げの延期等を受けて国債の格付が引き下げられ

た際には、銀行や保険会社の格付も併せて引き下げられた。 
10 世界経済フォーラムが本年９月に発表した 2017－2018 年の国際競争力ランキングでは、日

本は９位となっている。同ランキングは、インフラやマクロ経済環境、労働市場の効率性やイ

ノベーションなど 12 の柱のスコアから算出される。日本は、マクロ経済環境が 137 の経済の

中で 93 位となっており、その内訳である政府債務に至っては 下位となっている。 
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計・企業の不安を払拭し、不確実性を低下させることで、国民が安心して

消費でき、企業も投資を行うことができる環境の整備につなげていくこ

とが必要である。 

 第二に、財政健全化は、財政が公的サービスの提供や経済の安定化など

の役割をこれからも適切に果たしていくためにも必要である。金融緩和

等を背景とした金利の低下傾向にもかかわらず、国債の利払費は過去 10

年間、国債残高の累増により増加してきており、債務償還費等と合わせた

国債費は歳出総額の４分の１近くを占めるほどになっている11。将来、金

利が上昇した場合には国債の利払負担は極めて大きくなる12ことが懸念

され13、これにより政策経費が更に圧迫されると、前述のとおり、医療サ

ービスや教育、インフラ整備など、国民生活に必要不可欠な公的サービス

の水準が低下するおそれがある。また、大規模な自然災害や国際的な金融

危機の発生、昨今の国際情勢に係るリスクの顕在化等、様々な外的ショッ

クに対して柔軟な財政運営を可能にするためにも、財政対応の余地を少

しでも回復しておく必要がある。 

 

（２）財政健全化目標についての考え方 

 当審議会では、PB 黒字化は債務残高対 GDP 比を安定的に引き下げて

いくための必要条件であるとして、その達成を求めてきた。債務残高対

GDP 比は、分子の債務残高が PB 赤字と金利分だけ増加する一方、分母

の GDP は経済成長率分だけ増加していく。春の建議では、歴史的にも理

論的にも、通常の状況では金利は経済成長率を上回ると考えるのが自然

であり、PB を十分に黒字化することなしに債務残高対 GDP 比を安定的

に引き下げていくことはできない旨を示した。 

                                                  
11 平成 29 年度予算で見ると、国債費は 23.5 兆円。うち利払費等は 9.2 兆円、債務償還費は

14.4 兆円。国債費が一般会計歳出総額（97.5 兆円）に占める割合は 24.1％。 
12 財務省による「平成 29 年度予算の後年度歳出・歳入への影響試算」（平成 29 年１月）による

と、平成 30 年度以降の金利が前提（1.2～1.4％）よりも２％ポイント上振れた場合、平成 30
年度の国債費は 2.0 兆円、平成 31 年度は 4.5 兆円、平成 32 年度は 7.3 兆円増加することとな

る。 
13 これに関連して、今後、持続的な経済成長が実現すれば、金利の上昇、利払費の増加が想定さ

れることに留意が必要である、現行の金融緩和はいずれ「出口」を迎えることを想定しておく

必要があるといった指摘があった。 
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財政健全化目標として債務残高対 GDP 比の安定的な引下げが重要で

あることは論をまたないが、当該指標は経済成長率や金利の動向といっ

た政府がコントロールできない要素に左右され、結果が出るのに時間を

要することから、それだけでは、毎年度の予算編成の中で有効に機能する

規律とは言い難い14。このため他の主要先進国においても、達成年限を明

示した財政収支（PB に利払費を加えたもの）と債務残高対 GDP 比の水

準を組み合わせて財政健全化目標とし、毎年度の財政収支の改善に取り

組むことで、債務残高対 GDP 比の安定的な引下げを図っている15。〔資料

Ⅰ－２－７、８参照〕 

 内閣府のこれまでの中長期試算では、「経済再生ケース」の下、債務残

高対 GDP 比が低下していく見込みが示されてきているが、実績を見る

と、同指標は一貫して上昇を続けている。〔資料Ⅰ－２－９参照〕これは、

分子である債務残高が経済対策等により当初の見込みよりも増えたこと

もあるが、より影響が大きいのは、実際の経済成長率が見込みを下回って

きていることである。当審議会ではそもそも、「経済再生ケース」が想定

する経済予測が楽観的に過ぎるのではないかとの指摘が常に出ており、

そうであればなおのこと、債務残高対 GDP 比のみでは実効性ある財政運

営の指針となり得ない16。 
                                                  
14 例えば仮定のケースとして、GDP500 兆円、債務残高 1,000 兆円の経済において、債務残高

対 GDP 比 200％の維持を目指すと想定する。この時、予算編成時に翌年度の名目成長率を

３％と想定したものの、実際には２％だったとすると、債務残高対 GDP 比を 200％に保つた

め、（利払い分も含めて）30 兆円の国債発行が許容される前提で予算を編成したにも関わら

ず、実際に許容される発行額は 20 兆円だったことが事後的に判明することとなる。すなわ

ち、名目成長率の見通しが１％ポイントずれただけで、財政運営に 10 兆円ものぶれが生じ

る。〔資料Ⅰ－２－６参照〕 
15 81 か国の財政ルールを調査した IMF の研究によると、うち約 50 か国が財政収支に係るルー

ルと債務に係るルールを組み合わせて用いている（Nina Budina, Tidiane Kinda, Andrea 
Schaechter, and Anke Weber, “Numerical Fiscal Rules: International Trends,” in Public 
Financial Management and Its Emerging Architecture, ed. Marco Cangiano, Teresa 
Curristine, and Michel Lazare (Washington, D.C.: International Monetary Fund, 2013), 
pp.107-135）。 

16 債務残高対 GDP 比の分子（債務）はストックである一方、分母（GDP）はフロー（一定期間

内における国内での 終生産物への支出（需要）の合計）であることにも留意が必要である。

つまり、仮に財政拡大により分母である GDP が増加し、結果として一時的に債務残高対

GDP 比が低下したとしても、その効果は一時的に過ぎず、財政拡大と同じだけの需要が民間

から生み出され続けない限り、他の条件が同じであれば、分母である GDP はやがて縮小す

る。他方、分子である債務残高は財政拡大の分だけ大きくなることから、債務残高対 GDP 比

は上昇に転じる。財政乗数（財政の拡大・縮小が経済に及ぼす影響）については様々な推計が
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 前述のとおり、政府は、2020 年度（平成 32 年度）の PB 黒字化目標の

達成は困難となったものの、PB の黒字化を目指すという目標自体は堅持

するとしている。政府のコミットメントに対する信認を確保するために

も、引き続き、歳出・歳入両面からの改革を着実に進めるとともに、でき

る限り早期の PB の黒字化に向けて、その達成の時期を含む実効性ある

計画の策定に取り組む必要がある。 

 

（３）景気回復期における財政健全化の取組 

 我が国経済は、現在、景気の緩やかな回復基調が続く中で、GDP ギャ

ップの改善が続いており17、先行きについても、緩やかに回復していくこ

とが期待される状況にある。〔資料Ⅰ－２－10 参照〕 

 こうした経済状況下での海外の財政運営の例を取り上げると、米国・ク

リントン政権では、経済成長が続く中、裁量的経費への上限額の設定（Cap

制）と義務的経費及び歳入に関する Pay-As-You-Go 原則18を内容とする

包括財政調整法に基づき、歳出対 GDP 比を着実に低下させていった。こ

の結果、経済成長及び税制改革による歳入増と相まって、政権成立前

（1992 年）には対 GDP 比で▲７％近かった一般政府の財政赤字を、政権

最終年（2000 年）には＋0.8％の黒字に転換させた19。こうした取組は、

金利の低下をもたらし、民間投資を促す経済環境を醸成したとの評価が

なされている。〔資料Ⅰ－２－11 参照〕 

また、スウェーデンでは、1990 年代初頭の金融危機により財政状況が
                                                  
あり、一概に言えるものではないが、少なくとも、一時点での財政拡大が永久に同じだけの民

需を生み出し続けるとする研究は見当たらない。 
17 GDP ギャップの試算は算出機関によって様々であるが、内閣府は対潜在 GDP 比＋0.5％、日

本銀行は＋1.2％（内閣府は平成 29 年７－９月期、日本銀行は同年４－６月期）としており、

内閣府は平成 29 年１－３月期以降、日本銀行は平成 28 年 10－12 月期以降、ともに３四半期

連続のプラス（超過需要）としている。また、経済協力開発機構（OECD）は平成 28 年

（2016 年）の GDP ギャップを＋0.3%としている一方、IMF においては同年の GDP ギャッ

プは▲1.8%となっているものの、平成 26 年（2014 年）の▲2.6％から２年連続で改善してき

ている（OECD は平成 29 年 11 月、IMF は同年 10 月時点）。 
18 ある年度における義務的経費の増加や減税に対して、同一年度内にその額に見合った歳出削

減・歳入増を求める原則。 
19 PB で見ると、1992 年には対 GDP 比で▲2.3％の赤字だったものが、2000 年には＋3.6％の

黒字となっている。 
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大幅に悪化していたところ、1994 年に成立したカールソン政権及びこれ

を引き継いだペーション政権では、景気回復が進む20中で、歳出の総額や

分野ごとの上限（シーリング）を議会で決定する方式の導入や、社会保障

改革等により、歳出対 GDP 比を大幅に引き下げた21。こうした取組は、

同国が人口動態の変化に対応し、福祉国家であり続ける上で、非常に有益

なものであったと国際的に評価されている。〔資料Ⅰ－２－12 参照〕 

 もちろん、我が国においてこれらの国と同様の取組をそのまま実行で

きるものではない。しかしながら、これらの事例は、景気拡大による歳入

増のみに頼るのではなく、景気が拡大する中でより一層歳出抑制に取り

組み、経済再生に資する質の高い予算を編成していくことの重要性を示

しているものと考えられる。 

 

 我が国の現下の経済状況は、経済再生と財政健全化を両立する絶好の

機会である。政府においては、腰を据えて歳出・歳入改革に取り組むこと

で、我が国が将来にわたって持続的に成長していくための基盤を速やか

に整備していくことが求められる22。 

                                                  
20 この時期の景気回復の要因の一つとして、金融危機を受けた自国通貨安による輸出競争力の

回復が指摘されている。 
21 一般政府の歳出対 GDP 比は 1993 年の 68.6％から 2006 年には 51.4％まで低下。財政収支

は、1993 年の対 GDP 比▲10.8％（PB で見ると▲9.9％）から、2006 年には＋2.2％（PB で

見ると＋3.0％）まで改善。 
22 IMF においても、「良好な経済環境は、（財政健全化を含む）大胆な構造改革を進める好機を

与えてくれている」との分析がなされている（IMF, 2017, “Japan: 2017 Article IV 
Consultation”, International Monetary Fund）。  
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３． 今後の財政運営についての考え方 

 

（１）現下の経済状況を踏まえた財政運営 

 我が国経済は現在、労働力不足等の供給制約に直面しており、投資や労

働参加の拡大による供給力、すなわち潜在成長率の改善が課題となって

いる。このような状況で財政を拡大しても、期待どおり総需要の増大につ

ながるかは明らかでなく23、かえって民需を阻害するおそれもある24。前

述の米国やスウェーデンの成功例にもあるとおり、歳出抑制に継続的に

取り組む中で、民需主導の持続的な経済成長につなげていくことを目指

すべきである。 

 社会保障についても、こうした観点も踏まえながら、医療費・介護費の

適正化に向けたインセンティブの強化等を通じて、効率的な医療・介護サ

ービスの提供に引き続き取り組んでいく必要がある。 

 また、社会保障以外の分野について、成長力向上に資することから、歳

出を拡充すべきとの主張がある。しかしながら、厳しい財政状況に加え、

人口が減少していく25ことを見据えれば、聖域を設けることなく、非社会

保障関係費を含む歳出全体の抑制に努めていく中で予算の内容や使い方

を徹底的に見直し、成長力・生産性の向上につなげていくべきである26。 

 特に、「人づくり革命」や、次なる成長戦略のもう一つの柱とされる「生

産性革命」についても、人口減少の中でどのように労働力人口の確保、生

産性の向上を実現し、成長力や国際競争力を高めていくのかという視点

                                                  
23 財政乗数は一般的に、好況時よりも不況時の方が大きいとされる（Nicoletta Batini, Luc 

Eyraud, Lorenzo Forni, and Anke Weber, 2014, “Fiscal Multipliers : Size, Determinants, 
and Use in Macroeconomic Projections,” International Monetary Fund Technical Notes and 
Manuals No. 2014/04）。 

24 特に日本のように膨大な債務残高を抱える国においては、財政拡大は経済にマイナスの影響

を及ぼすとの実証研究もあることに留意が必要である（Ethan Ilzetzki, Enrique G. Mendoza, 
Carlos A. Vegh, “How big (small?) are fiscal multipliers?”, Journal of Monetary Economics, 
Volume 60, Issue 2, March 2013, Pages 239-254.）。 

25 国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口（平成 29 年４月推計）」（出生中位・死

亡中位仮定）によると、日本の総人口は平成 27 年（2015 年）の 1 億 2,709 万人から、平成

42 年（2030 年）には 1 億 1,913 万人まで減少する（797 万人の減少）。15～64 歳の人口は、

同期間中に 853 万人減少する（平成 27 年の 7,728 万人から平成 42 年の 6,875 万人）。 
26 米国・英国においても、リーマン・ショック以降、非社会保障関連の予算を金額・割合とも

減らしてきている。〔資料１－３－１参照〕 
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に立ち、真に必要な分野に絞って重点的・効率的に資源を投入していくこ

とが求められる。 

 

以上の考え方は、年末に向けて編成するとされている補正予算27につい

ても全く変わるものではなく、安易な補正予算の編成とならないよう、そ

の規模や事業内容について厳しく精査することが必要である。 

 

（２）平成 30 年度予算編成の課題 

平成 30 年度は「経済・財政再生計画」における「集中改革期間」の

最終年度である。加えて、平成 30 年度は、政府が 2020 年度（平成 32

年度）の PB 黒字化目標の達成は困難となった旨を発表してから最初の

予算編成となることに留意しなければならない。政府が財政再建の旗を

降ろさないとした以上、平成 30 年度予算編成は、我が国の財政規律が

改めて問われることになるとの認識を持つべきである。 

したがって平成 30 年度予算において、同計画における歳出改革の

「目安」を遵守し、一般歳出の伸びを 5,300 億円以下、そのうち社会保

障関係費の伸びを 5,000 億円以下に抑えることが求められるのは言うま

でもない。 

このため、「経済・財政再生計画 改革工程表 2016 改定版」（平成 28

年 12 月 21 日経済財政諮問会議）（以下、改革工程表）に掲げられた全

ての項目の進捗状況を点検し、その着実・迅速な実施に努めるととも

に、検討を継続するとされている項目については、具体的な工程表を速

やかに策定するべきである。 

また、前述のとおり、日本経済が労働力不足等の供給制約に直面して

いる中、平成 30 年度予算においても、「目安」をしっかりと達成しつ

つ、中長期的な視点に立ってその中身、使い方を徹底して見直し、重点

化することで、生産性向上に資する質の高い予算とすることが求められ

                                                  
27 政府は、年末に向けて平成 29 年度補正予算を編成する方針を本年 11 月１日に発表した。当

該補正予算においては、災害対応を始めとする追加的財政需要に対処し、その際、「生産性革

命」や「人づくり革命」のうち緊急性が高いものへの対応、防災・減災対策、「総合的な TPP
等関連政策大綱」に基づく農林水産業の強化策等の措置を講じることとされている。 
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る。 
 

（３）今後の財政健全化計画の策定に向けて 

PB 黒字化の達成に向けて新たに策定する計画についても、財政再建の

旗を降ろすことはないという政府のコミットメントを裏付ける、具体性

と実効性を備えた信頼できる計画とすることが強く求められる。すなわ

ち、具体的な歳出・歳入措置を掲げた上で、現実的な経済前提や試算に基

づき、どのような経路でいつまでに PB 黒字化を達成するのかをきちん

と示し、できる限り早期の達成を目指す計画とすべきである。その際、当

審議会が繰り返し主張してきたように、PB 黒字化は財政の持続可能性確

保に向けた「一里塚」に過ぎないことから、主要先進国の主な財政健全化

目標である財政収支も視野に入れて計画を策定すべきである。財政健全

化目標は、これまでと同様、国民経済計算（SNA）に基づく補正予算を含

む実際の支出ベースで判断されることが適切である。 

歳出措置としては、毎年度の予算編成につながるよう、実効性のある歳

出規律を設定すべきである。新たな「目安」について、現行の「経済・財

政再生計画」の「目安」を最低限の出発点として、更なる歳出改革の加速

に向けて踏み込んだ検討を行うべきである。 

 PB 黒字化達成の目標年限の設定に当たっては、持続可能な財政、社会

保障制度を作るために残された時間は少ないことに危機感を持つべきで

ある。いわゆる「団塊の世代」（昭和 22 年～24 年生まれ）は 2022 年（平

成 34 年）から 75 歳以上となり始め、１人当たりの医療費・介護費が急

増する。〔資料Ⅰ－３－２、３参照〕計画の策定に当たっては、こうした

時間的制約も強く意識する必要がある。 

 また、実効性・信頼性のある計画とするためには、各歳出分野について、

歳出改革のための具体的な取組とその工程を明確化し、PDCA サイクル

を徹底していくことが不可欠である。社会保障を始めとする主要分野に

ついて、改革工程表の全項目を改めて精査し、どこまで取組が進んでいる

か、残された課題は何か、更にどのような取組を行うべきかについて具体

的に検討し、計画に反映すべきである。 

 加えて、新たな計画の下で PB 黒字化を達成するためには、約束どおり
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平成 31 年 10 月に消費税率を引き上げることが前提となることは言うま

でもない。 

 

 当審議会としても今後、「経済・財政再生計画」の実施状況について検

証するとともに、PB 黒字化の達成に向けた新たな計画について議論を行

い、必要な提言を行う予定である。 
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II．平成 30 年度予算編成における具体的な取組 

 

１．社会保障 

 

我が国の社会保障給付費は高齢化等に伴い年々増加し、年間約 120 兆

円、国民所得の約３割といった水準にまで達している28。また、我が国の

社会保障制度は、高齢者医療・介護を中心に公費負担に相当程度依存して

いる。高齢化も相俟って、国の社会保障関係予算は、平成 29 年度で一般

会計の３分の１、一般歳出の６割弱を占めるに至っており、今後も増加し

ていくことが見込まれる。 

一方、社会保障関係費を賄うだけの税財源は確保されておらず、給付と

負担のバランスが取れていないため、結果として将来世代への負担の先

送りが毎年積み上がっていくことになる。 

制度的に見ると、我が国の医療・介護制度の基本的な特徴として、国民

皆保険・フリーアクセス・自由開業制・出来高払いといったものがある。

これらは、国民にとってサービスを受けやすいというメリットにつなが

る一方で、医療費・介護費の増大を招きやすい面もあることから、制度の

持続可能性を確保するため、各分野にわたり必要な改革に取り組まなけ

ればならない。 

さらに、“人生 100 年時代29”を迎え、若年・現役世代の人口が減少し、

高齢者の割合が増加することによる社会の構造変化が訪れている。これ

に対応するため、高齢者や女性、障害者の労働参加を適切に推進するとと

もに、「すべての世代が、その能力に応じて支え合う」という、年齢では

なく能力に応じた公平な負担とそれに基づく全世代型社会保障の考え方

が一層重要になってくる。 

また、我が国の社会保障制度は、「自助」を基本としつつ、そのリスク

を分散する「共助」で補完することになっている。そのため、小さなリス

クは「自助」で対応しつつ、個人で対応できないような大きなリスクを「共

助」により対応する視点が重要である。 
                                                  
28 平成 29 年度予算ベースで 120.4 兆円。 
29 例えば「LIFE SHIFT-100 年時代の人生戦略」（リンダ・グラットン他著）。 
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特に、団塊の世代が後期高齢者となり始める2020 年代に入ると、医療・

介護を中心に社会保障関係費の急激な増加が見込まれている。国民負担

を抑制し、制度を持続可能なものとし、世代間・世代内の公平性を確保す

ることが不可欠であり、社会保障の効率化・適正化に不断に取り組んでい

く必要がある。 

これまでも、社会保障制度の持続可能性の確保と財政健全化を同時に

実現する観点から、改革工程表に沿って社会保障制度改革を進めてきた

ところであるが、30 年度は「経済・財政再生計画」における「集中改革

期間」の 終年度であり、手を緩めることなく改革に取り組み、社会保障

関係費の「目安」をしっかりと達成する必要がある30。具体的には、 

・ 診療報酬について、国民負担の増加の抑制や制度の持続可能性の観点

から▲２％半ば以上のマイナス改定が必要であるほか、地域医療構想

の実現に向けた対応や薬局の実態を踏まえた調剤報酬改革等を行う必

要がある。 

・ 薬価制度の抜本改革について、国民負担の軽減を図る観点から、毎年

改定の具体化や新薬創出等加算のゼロベースでの抜本的見直し等に取

り組む必要がある。 

・ 介護報酬について、保険料負担の増を抑制するため、一定程度のマイ

ナス改定としつつ、生活援助サービスなどの報酬水準の適正化等が必

要である。 

・  生活保護制度については、生活扶助基準の見直しのほか後発医薬品

の使用促進や頻回受診対策による医療扶助の適正化等にも取り組む必

要がある。 

これに加えて、提供体制の改革、重複受診等の無駄の排除や予防の推進

等による医療・介護の効率化、障害福祉分野における報酬適正化、子供・

                                                  
30 「経済財政運営と改革の基本方針 2015」の「経済・財政再生計画」においては、「安倍内閣の

これまで３年間の経済再生や改革の成果と合わせ、社会保障関係費の実質的な増加が高齢化に

よる増加分に相当する伸び（1.5 兆円程度）となっていること、経済・物価動向等を踏まえ、そ

の基調を 2018 年度（平成 30 年度）まで継続していくことを目安とし、効率化、予防等や制度

改革に取り組む。この点も含め、2020 年度（平成 32 年度）に向けて、社会保障関係費の伸び

を、高齢化による増加分と消費税率引上げとあわせ行う充実等に相当する水準におさめること

を目指す。」とされている。 
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子育て分野における制度見直しなど、社会保障の各分野について、様々な

制度改革努力や歳出削減努力を積み重ねていく必要がある。 

また、平成 31 年度以降についても、年金分野を含め31、引き続き制度

改革に向けて取り組むことが重要である。現在の厳しい財政状況や施行

準備に一定の時間が必要となり得ることも踏まえると、平成 30 年度予算

編成と並行して、これまでの改革項目の進捗状況を検証するとともに、新

たな改革項目の検討を早期に進める必要がある。 

 

（１）医療 

①  平成 30 年度診療報酬改定 

イ）改定率の考え方 

平成 30 年度は２年に１度の診療報酬改定の年である。診療報酬は、「本

体」と「薬価等」で構成される32。 

このうち薬価等については、医療保険制度に基づき、公定薬価により医

療機関や薬局に償還がなされる仕組みとなっている。これに対し、製薬企

業から医療機関・薬局までの医薬品の取引は市場取引であり、通常、公定

薬価を下回った市場実勢価格で取引されている。このため、これまで累次

の建議で示してきたように、市場実勢価格を上回る過大な予算執行を避

けるため、市場実勢価格を適切に反映して薬価改定がなされるべきであ

る。また、薬剤費総額が高齢化等による使用量の増加などにより増加して

いることも踏まえれば、薬価改定は診療報酬本体の財源とはなり得ない。 

診療報酬は、医療サービスに対する公定価格であり、医療機関から見れ

ば「収入」となるものである一方、国民から見れば受診にかかる「料金」

                                                  
31 年金分野では、社会保障改革プログラム法に示された検討事項について、改革工程表に沿っ

て、速やかに検討を進めていく必要がある。具体的には、マクロ経済スライドの機能を一層発

揮させつつ、 
・ 次期の財政検証（平成 31 年）に向けて、高齢期における年金受給の在り方について、高

齢者雇用の動向や年金制度が高齢期の就労に与える影響等を踏まえつつ、年金受給開始年齢

の在り方等 
・ 高所得者の年金給付の在り方等について、高所得者の老齢基礎年金の支給停止など、年金

制度内における再分配機能の強化等 
に関し、それぞれ速やかに検討を行い、その結果に基づき、必要な措置を講じるべきである。 

32 「本体」とは、医師の人件費等の「技術・サービスの評価」であり、「薬価等」とは、薬の値段

等の「物の価格評価」である。 
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に相当する。このため、診療報酬改定に当たっては、医療機関の経営とい

う側面だけではなく、国民の負担に与える影響が十分に考慮されなけれ

ばならない。また、医療費の総額は、診療行為に報酬単価を掛け合わせた

ものの積上げである。診療行為は高齢化等により毎年増加していく一方

だが、診療報酬改定は単価を増減させるものであり、国民負担の増加を抑

制する観点からは、診療報酬単価を抑制していく必要がある33。 

国民医療費は過去 10 年で平均年 2.5％のペースで増加しているが、こ

のうち高齢化等の要因による増加は年 1.2％であり、残りはその他要因に

よる。こうした医療費の伸びは、これを賄う雇用者報酬等の伸びを大きく

上回り、保険料引上げの要因になってきたが、医療費の伸びを高齢化等に

よる伸びの範囲内とするためには、２年に１回の診療報酬改定において

▲２％半ば以上のマイナス改定が必要である34。近年の経済成長の下での

雇用者報酬の伸びが続いたとしても、これを上回る改定は保険料率の更

なる引上げにつながりかねず、制度の持続可能性の観点からも、少なくと

もこの程度のマイナス改定が求められる。 

また、我が国がデフレを経験した 1990 年代後半以降、賃金や物価水準

がデフレにより上昇せず、リーマンショック後などは急激に落ち込むこ

ともあった中で、医療機関の人件費や物件費を賄う診療報酬本体の水準

については、報酬改定により、概ね上昇を続けてきた。この結果、診療報

酬本体の水準は、賃金や物価の水準と比べて高い水準となっている。この

ため、国民負担の抑制や制度の持続可能性の観点から、診療報酬本体につ

いてもマイナス改定が必要である。〔資料Ⅱ－１－１、２参照〕 

 

ロ）適切な医療提供体制の構築（地域医療構想の実現等） 

（基本的な考え方） 

団塊の世代が後期高齢者になり始める 2022 年（平成 34 年）、全て後期

高齢者となる 2025 年（平成 37 年）に向けて、高齢化の進展等による医

                                                  
33 なお、仮に診療報酬が一定程度マイナスであったとしても、診療報酬総額は増加するため、医

療機関の増収は確保されることになる。 
34 国民医療費の伸び（平均約 2.5％／年）のうち、高齢化等以外の要因は約 1.3％／年である。２

年に１回の診療報酬改定により医療費の伸びを高齢化等の範囲内とし、保険料率の上昇にもつ

ながらないようにしていくためには、少なくとも２％半ばのマイナス改定が必要となる。  
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療ニーズの変化にも対応した効率的な医療提供体制を実現していく必要

があるが、2022 年（平成 34 年）までに診療報酬・介護報酬が同時改定

となるのは平成 30 年度が事実上 後の機会である。 

今後、将来の医療需要を踏まえて策定された地域医療構想に沿って、病

床の在り方を高度急性期・急性期35から回復期や在宅医療等に大きく転換

していく必要があり、個別の病院名や転換する病床数等の具体的な転換

方針の速やかな策定に向けて、各地域において２年間程度で集中的な検

討が行われることになっている。 

 こうした地域ごとの実情に応じた取組と併せて、今回の改定において

も、実効的な見直しを行う必要がある。現行の診療報酬は、提供している

医療機能というより、看護師など職員配置による評価との側面が強く、患

者の状態像や地域の医療ニーズの変化を踏まえた効率的な医療提供体制

への転換が進みにくい状況となっているため、地域医療構想の実現に向

けて、診療報酬・介護報酬においても、必要な見直しを行い、病床転換の

動きが加速するような改定内容としていくことが重要である。 

 

（地域ごとの状況に応じた対応） 

一般病棟入院基本料を算定する病床の稼働率は、近年、低下傾向にある。

また、二次医療圏36ごとに見ると、人口の減少が進んでいる過疎地におい

ては、病床稼働率の低い医療圏が相当程度存在しており、医療機関の経営

にも一定程度の影響を与えるものと考えられる。 

こうした地域の医療ニーズの変化や減少による医療機関の経営課題へ

の対応については、全国一律の診療報酬単価による調整では、地域ごとの

状況に応じたきめ細かな対応ができず、地域医療構想の実現にもつなが

                                                  
35 高度急性期機能、急性期機能は、それぞれ、病床機能報告制度において「急性期の患者に対

し、状態の早期安定化に向けて、診療密度が特に高い医療を提供する機能」、「急性期の患者に

対し、状態の早期安定化に向けて医療を提供する機能」とされている。「地域医療構想策定ガ

イドライン」においては、「救命救急病棟等や ICU、HCU で実施するような重症者に対する

診療密度の特に高い医療から一般的な標準医療へ移行する段階」の医療資源投入量（入院基本

料等相当分を含まない１日当たり診療報酬出来高点数）を 3,000 点とし、それ以上を高度急性

期、それ以下を急性期として推計を実施している。 
36 一体の区域として入院医療を提供する体制の確保を図ることが相当とされる地域的単位。都

道府県が、地理的条件等の自然的条件、日常生活の需要の充足状況、交通事情等の社会的条件

を考慮して設定するものであり、一般に複数の市町村で構成される。 
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らないため、適当ではない。むしろ、地域ごとの医療ニーズの現状や見通

しを踏まえつつ、地域医療介護総合確保基金による必要な支援を通じて、

病床機能の転換やダウンサイジング等により対応していくべきであると

考えられる。このように、診療報酬改定に当たっては、単に医療機関の平

均的な収支差の状況を見て単価調整の必要性を判断するのではなく、そ

の背景や要因を踏まえ、診療報酬による対応の必要性については厳しく

精査すべきである。〔資料Ⅱ－１－３参照〕 

 

（急性期病床の適正化） 

高齢化の進展や人口の減少に伴い、急性期や高度急性期病床のニーズ

は客観的に見ても減少していくことが想定される。しかし、診療報酬上、

急性期を念頭に高い報酬設定がなされている「７：１入院基本料」37を算

定する病床は、これまでの要件見直しにもかかわらず、ごく緩やかな減少

にとどまっており、今後転換するとの意向も医療機関からは殆ど示され

ていない。 

一般病棟入院基本料は、看護師の配置の多寡で基本的に点数が決定さ

れている。７：１入院基本料には、これに加えて、「重症度、医療看護必

要度」を満たす患者が 25％以上との要件があるものの、残り 75％の患者

の状態については問われておらず、評価項目に一つも当てはまらない患

者も相当割合存在している。したがって、必ずしも重症度や医療看護必要

度の高くない患者が、高い報酬設定がなされている急性期病床に入院し

ている可能性も否定できない。このほか、７：１入院基本料を算定する病

床数の地域差も大きい。 

このため、地域医療構想において、急性期から回復期への転換が求めら

れていることも踏まえ、７：１入院基本料について、今後どの程度病床数

を適正化していくかの見通しを示した上で、これに向けて重症度・医療看

護必要度など算定要件の一層の厳格化を行うべきである。また、入院基本

料ごとに具体的にどのような医療を提供しているか検証した上で、看護

                                                  
37 一般病棟入院基本料は、基本的に看護師の配置の多寡で点数が決定されており、患者に対して

看護師数が多い病床（７：１の場合は、患者７人に対して看護師１人）ほど、報酬は高くなっ

ている。  
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職員配置ではなく、提供している医療の機能により評価される仕組みを

目指していくべきである。〔資料Ⅱ－１－４参照〕 

 

（診療科偏在と診療報酬） 

外科や産婦人科などの診療所に従事する医師数が減少する中、皮膚科、

眼科などの診療所の医師数が増加しており、医師総数の増加が診療科偏

在の是正に必ずしもつながっていない。診療科のうち、皮膚科、眼科など

を主たる診療科とする診療所などの損益率等が高く、累次の診療報酬改

定においてもこの傾向は変わっていない。診療報酬における配分により、

診療科偏在を助長しかねないことから、今回の診療報酬改定においては、

こうした観点からの見直しも行っていく必要がある。〔資料Ⅱ－１－５参

照〕 

 

ハ）調剤報酬の改革 

（基本的な考え方） 

調剤医療費のうち、薬剤料を除いた技術料部分の伸びは、医薬分業の進

展による処方せん枚数の増加のみならず、処方せん１枚当たりの単価の

増加により、入院医療費や外来医療費と比較して大きいものとなってい

る。また、これまでの診療報酬改定では、医科・歯科・調剤の各科につい

て、各科を取り巻く状況にかかわらず、それぞれの技術料部分に対して、

同程度の伸びとなるように改定率が設定され、単価の上乗せが行われて

きた。 

こうした中、薬剤師数は近年増加しており、国際的に見ても非常に多い。

薬局数も、開設許可には需要面からの規制がないため、増加を続けている。

通常の市場競争であれば、必要以上の供給増は収益の低下を通じた薬局

数等の調整が行われることになるが、医療サービスは公定価格であるた

め、こうした価格を通じた競争は行われない。実態としては、薬剤師数の

増加により薬剤師一人当たりの処方せん枚数は減少しているにもかかわ

らず、調剤報酬の引上げにより、薬剤師一人当たりの技術料が維持されて

いる状況にある。〔資料Ⅱ－１－６参照〕 
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また、同じ金額の薬剤を処方する場合であっても、院外処方の場合は院

内処方と比べて３倍を超える技術料が算定される。こうした院内処方と

比べたコスト差について、薬局のどのような機能を評価したものである

のか、調剤薬局の実態との間に乖離はないのか、それらを含めた評価とし

て適切な水準であるのか等について、改めて検証し、患者の受け取るサー

ビスの価値に見合った技術料となるよう、調剤報酬体系の見直しを行っ

ていく必要がある。〔資料Ⅱ－１－７参照〕 

 

（薬局の実態とそれを踏まえた対応） 

薬局の機能に関しては、昨今「服薬情報の一元的・継続的把握」といっ

た側面が強調されている。将来像としても、地域包括ケアシステムの一翼

を担い、薬に関して、いつでも気軽に相談できる「かかりつけ薬剤師」が

役割を発揮する「かかりつけ薬剤師・薬局」のビジョンが提示されている。 

しかしながら、平成 29 年度予算執行調査によれば、特定の医療機関か

ら受け付ける処方せんの割合（集中率）が 50％を超える薬局が全体の７

割、90％を超える薬局が４割となっている。すなわち、様々な医療機関か

ら処方せんを地域で受け付ける「面分業」を行う薬局は少数派であり、面

分業が根付いている地方公共団体はごく例外的である。また、中小規模の

薬局は、地域において面分業を行っている薬局も一定程度あるが、特定の

医療機関の処方せんを受け付ける薬局（いわゆる門前薬局・マンツーマン

薬局38など）が大宗を占めている。これら薬局が真に地域における「かか

りつけ薬剤師・薬局」として高い院外処方のコストに見合った機能を果た

しているものとは考えにくい。〔資料Ⅱ－１－８、９参照〕 

こうした薬局の実態を踏まえると、「処方内容のダブルチェックといっ

た 低限の機能を果たしつつ、患者の負担軽減や利便性を重視する形態」

や「高齢者等を対象に在宅対応やきめ細やかな服薬指導を行う形態」など、

薬局の多様な在り方や経営環境を踏まえつつ、それに即した調剤報酬の

                                                  
38 一般的に、「門前薬局」は主に大規模な医療機関に近接して開局する形態、「マンツーマン薬

局」は診療所の前に開局し、基本的にひとつの診療所に対してひとつの薬局となっている形態

の薬局を指す。これら薬局は、通常、特定の医療機関からの処方せんの受付割合が高くなって

いるものと考えられる。 
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評価を行っていくべきであると考えられる。 

「かかりつけ薬剤師・薬局」のビジョンに向けて、調剤報酬の大宗を占

める「調剤基本料」や「調剤料」について、地域においてかかりつけ機能

を担っている薬局は適切に評価しつつ、こうした機能を果たしていない

薬局の報酬水準は適正化していくべきである。また、平均より小規模の薬

局も含め、大手調剤薬局グループに所属している薬局や、処方せん集中率

が高い薬局については、経営環境・収益性の観点からも、間接経費の効率

化などより低コストでのサービス提供を求めていくべきである。これに

より、患者の負担軽減にもつながる。 

こうした観点から、平成 30 年度報酬改定においては、 

・ 大型門前薬局に係る調剤基本料の対象範囲39を拡大し、平均以上の規

模の門前薬局・マンツーマン薬局を対象とすべきである。その際には、

規模に応じた収益性や処方せん集中率の差異を踏まえた段階的な報酬

設定とすることも考えられる。〔資料Ⅱ－１－10 参照〕 

・ 平均以下の規模の門前薬局・マンツーマン薬局に対する調剤基本料に

ついても、その機能やグループへの所属など経営実態や収益性を踏ま

えつつ、適正化を進めていくべきである。〔資料Ⅱ－１－10 参照〕 

・ １回の処方につき定額とされている調剤料についても、今日の業務の

実態や技術進歩を踏まえ、調剤料の水準を全体として引き下げるとと

もに、報酬体系を見直すべきである。後発医薬品調剤体制加算について

も、既に３分の２の薬局が算定していることや、足元の後発医薬品使用

割合、更には目標の使用割合が 80％に引き上げられたこと等を踏まえ、

基準の引上げを行うべきである。〔資料Ⅱ－１－11 参照〕 

 

②  薬価制度の抜本改革 

イ）基本的な視点 
                                                  
39 平成 28 年度診療報酬改定において、処方せん受付回数が月 2,000 回超（従来は 2,500 回超）

かつ集中率 90％超の薬局や特定の医療機関からの処方せん受付回数が月 4,000 回超の薬局に

ついて、調剤基本料が 410 円から 250 円となったが、これにより減額の対象となった薬局は

全体の３％にとどまっている。また、グループ全体の処方せん受付回数が月４万回超であっ

て、処方せん集中率が 95％超又は特定の医療機関との間で賃貸借取引がある薬局について、

調剤基本料が 200 円となったが、これにより減額の対象となった薬局は全体の７％にとどまっ

ている。 
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２年に１度の薬価改定による薬価引下げにもかかわらず、高齢化に加

え、年度途中の新薬の収載・効能追加などにより、これまで薬剤費は大き

く増加してきた。また、近年は高額の薬剤が相次いで登場してきており、

こうした状況は今後も続くものと見込まれる。このため、医療保険制度の

持続可能性を確保し、国民負担の軽減を図る観点から、昨年末にまとめた

「薬価制度の抜本改革に向けた基本方針」に基づき、以下の２つの基本的

な視点に即した形で、改革を具体化していくことが求められる。〔資料Ⅱ

－１－12、13 参照〕 

 

（市場価格の反映による国民負担の軽減） 

現行の薬価制度では、慣行により、これまでは市場実勢価格の把握は２

年に１回とされ、市場実勢価格が把握されても、新薬の相当部分について、

市場価格を上回る価格を維持したままとなっている。医薬品についても、

適時に市場価格を薬価に反映させることで、市場価格を上回る部分に係

る国民負担を抑制する仕組みとしていくべきである。 

 

（革新的な医薬品を見極めたイノベーションの評価） 

イノベーションを適切に評価していくためには、新薬であれば何でも

評価するのではなく、患者にとっての個々の医薬品の画期性や有用性を

見極めて評価していくことが重要である。研究開発の原資とするために

一定の売上を確保する観点から公的医療保険の価格設定を行うことは適

当ではなく、また、それが本当に画期的な医薬品を創出する研究開発につ

ながるかどうかも明らかではない。そもそもイノベーションの推進に向

けては、財政措置のみに頼るのではなく、研究開発環境の改善や創薬コス

トの低減、産業構造の転換といった自助努力が重要である。 

           

ロ）具体的な改革項目 

（新規収載と効能追加） 

国や地方の予算において、年度途中での新薬の保険収載や既存薬の効

能追加を個別に織り込んでいないが、実際には予算成立後に新薬収載等
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が行われ、それに伴う公費負担が自動的に生じている。こうした取扱いは、

財政民主主義の観点からも慎重であるべきであり、年度途中に新薬を保

険収載する場合には、保険財政や国民負担の観点から、収載による財政影

響を検証するとともに、これに対して必要な措置を講ずることができる

よう検討していくべきである。 

また、新薬の収載後も、その使用動向を随時把握し、効能追加等により

保険適用時の見込みよりも販売額が増加する場合には、市場拡大再算定

も参考に、速やかに薬価を引き下げる仕組みを設けるべきである。〔資料

Ⅱ－１－14 参照〕 

 

（薬価の毎年調査と毎年改定） 

医薬品においては、数量ベースと金額ベースとでその内訳が大きく異

なっている。「薬価制度の抜本改革に向けた基本方針」は、「価格乖離の大

きな品目」について毎年改定を行うこととしているが、金額ベースで見て

国民負担の軽減に十分につながるものとなるような範囲とすべきである。

〔資料Ⅱ－１－15 参照〕 

 

（新薬創出等加算のゼロベースでの抜本的見直し） 

薬価を 初に算定する際に、医薬品の画期性や有効性に応じて薬価に

加算を行う制度が別途あるが、新薬創出等加算は当該制度で評価された

革新的医薬品にとどまらず、こうした評価がなされなかった医薬品も含

め、新薬に幅広く適用されているのが実態である。優れた医薬品が生まれ

た場合にこれを評価する必要はあるとしても、そうした画期性や有効性

の高さが認められなくとも新薬創出等加算の対象となるため、イノベー

ションの適正な評価という観点からも問題が大きい仕組みとなっている。

新薬創出等加算による毎年の国民負担は、平成 22 年度以降薬価改定で試

行が継続する度に追加されてきたが、現在、新薬創出等加算による財政影

響は単純計算で年間 2,530 億円であり、これに加えて改定後の薬剤使用

量の変化や類似薬効比較方式による他の医薬品の薬価引上げを通じた影

響も生じている。 
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こうしたことから、まずは、現行の新薬創出等加算制度は廃止すべきで

あると考えられる。仮に、薬価改定時の加算制度を何らかの形で存続する

場合には、十分に国民負担を軽減しつつ、イノベーションの促進につなが

るよう、他の医薬品にない画期性や有用性の高さを根拠に薬価算定時に

相応の加算が認められた医薬品に対象を絞り込むべきである。また、これ

までになされた加算についても速やかに薬価を引き下げ、解消していく

必要がある。〔資料Ⅱ－１－16、17 参照〕 

 

（費用対効果評価の活用） 

新規の医薬品等について、既存の医薬品等に比べて、効果と費用がどの

程度変化するかを分析し、「効果に比べてどの程度費用が高くなるか」、

「公的保険として受け入れ可能な水準か」等を評価する「費用対効果評価」

が平成 30 年度から制度化されるため、医薬品の価格設定への反映方法等

を本年末までに決定することとされている。 

新たな医薬品の保険償還価格は、市場価格がないため、一定の算定式に

基づいて計算されるが、例えば、原価計算方式について、企業の提出した

「原価」に営業利益分などを積み上げて価格設定されるものであり、輸入

医薬品の場合には企業間の輸出入価格がそのまま「原価」とされるなど、

価格水準の妥当性は必ずしも明らかではない。このため、原価計算方式で

算定された医薬品は費用対効果評価を義務付け、費用対効果が悪いもの

については、薬価全体について公的保険として償還可能な価格まで引き

下げる仕組みとすべきである。また、類似薬効比較方式で算定された医薬

品についても、補正加算が付される場合には、費用対効果評価を義務付け、

その結果に応じて薬価を引き下げるべきである。〔資料Ⅱ－１－18 参照〕 

 

③  医療・介護提供体制 

地域医療構想や基準病床制度により、病床については一定の規制を行

う仕組みが整備されつつあるが、診療所や医師の配置、高額医療機器への

設備投資、介護の在宅サービスについては、提供体制をコントロールする

仕組みがない（介護については後述（２））。医師数は医療費に大きな影響
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を与えているとの指摘がある一方で、医師の地域偏在、診療科偏在への対

応として、医師増加が図られているが、実効的なコントロールの手段がな

い中での医師総数の増加は、十分な偏在是正の効果がないまま医療費の

増加につながっている可能性がある。また、外来医療に関しては、高齢化

に伴い、複数疾患を抱える患者等を総合的・継続的に診療する専門的知

見・能力が重要となるが、こうした観点からの医師養成は進んでいない。 

診療所や医師数、高額医療機器など病床以外の医療資源に関しても、医

療費の増加を抑制しつつ、診療科や地域ごとの偏在を是正し、限られた医

療資源の中で適切かつ効率的な医療提供体制を構築していく観点から、

その配置に係る実効的なコントロールが必要であり、その在り方につい

て早期に議論を進めるべきである。また、来年度以降養成が開始される

「総合診療専門医」について、必要な養成数を確保し、速やかな養成を進

めるべきである。〔資料Ⅱ－１－19 参照〕 

 

④  改革工程表の着実な実施 

改革項目については、改革工程表に沿って、着実に実施していかなけれ

ばならない。このうち、病院・診療所間の機能分化の観点からの病院への

外来受診時の定額負担の在り方、先発医薬品価格のうち後発医薬品に係

る保険給付額を超える部分の負担の在り方、地域別診療報酬の在り方等

については、本年末までにしっかりと結論を得ることが求められる。また、

これらに限らず、後期高齢者の窓口負担40や、薬剤自己負担の引上げ等に

ついても、できる限り速やかに検討を進めていくことが重要である。特に、

現在 70 歳～74 歳について段階的に実施している自己負担割合の 2 割へ

の引上げを引き続き 75 歳以上についても延伸すること、既に 75 歳以上

で 1 割負担の者についても数年かけて段階的に２割へ引き上げることに

ついて、平成 31 年度から実施すべきであり、これに向けて、早急な検討

が求められる。〔資料Ⅱ－１－20～26 参照〕 

                                                  
40 「年齢ではなく負担能力に応じた公平な負担」といった応能原則の考え方を進めるべきである

との意見があった。また、自己負担割合の引上げを行った上で、資産の保有状況等も勘案し、

必要な者については負担割合を引下げるといったことも考えられるのではないかとの意見があ

った。 
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（２）介護 

介護費用は、大幅に増加しており、中でも訪問介護・通所介護の伸びが

大きい。また、訪問介護・通所介護のいずれも受給者の伸びだけでなく、

サービスの算定回数の増加に伴い、一人当たりのサービス費用が増加し

ている。この結果、介護費用を賄う税負担・保険料負担といった国民負担

も大きく増加している。全国平均の保険料水準は、制度導入当初、約 3,000

円であったが、足元では約 5,500 円と大きく増加しており、2025 年度（平

成 37 年度）には 8,000 円を超えることが見込まれる中、こうした国民負

担の増加を極力抑制することが重要な課題となっている。 

 

①  平成 30 年度介護報酬改定 

（基本的な考え方） 

介護保険では平成 30 年度からの３年間が新たな計画期間（第７期）と

なっている。この３年間の介護費用の見通しを踏まえ、介護保険料率の見

直しが行われる。介護報酬の改定は、これまで、主に保険料負担の上昇の

抑制、利用者負担の軽減、介護サービス事業者の経営状況を踏まえた報酬

水準の適正化、物価等の動向の勘案、介護人材の処遇改善、といった視点

から行われてきたところである。しかし、ただでさえ高齢化の進展等によ

る介護費用の増加により、保険料の引上げが見込まれる中、平成 30 年度

介護報酬改定は、こうした国民負担の増加を極力抑制する観点を十分に

踏まえたものとしていかなければならない。 

第７期の介護保険料率については、平成 29 年度の臨時改定による影響

も含めて見直しが行われることになっており、介護報酬改定が国民負担

に与える影響という観点からは、平成 30 年度改定は平成 29 年度臨時改

定とセットで考えなければならない。すなわち、介護報酬改定に当たって

は、これまでも介護人材の処遇改善等を行う一方、介護サービスの実態等

を踏まえた報酬水準の適正化も併せて行ってきたが、今回の改定では、介

護人材の処遇改善は既に平成 29 年度臨時改定で先行実施しており、報酬

の適正化や改革工程表に沿った見直し等が未実施の状態となっている。 
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こうしたことを踏まえると、平成 30 年度改定においては、国民負担の

増加を抑制していく観点から、報酬の適正化や改革工程表に沿った見直

し等にしっかりと取り組むことで、平成 29 年度臨時改定でのプラス改定

の影響を極力抑えるものとしていく必要があり、平成 30 年度単年度だけ

を見れば、一定程度のマイナス改定とすることが適当である41。〔資料Ⅱ

－１－27 参照〕高齢者の数が益々増加していく中、報酬改定により介護

費用の伸びを極力抑えていかなければ、これを賄う税負担・保険料負担と

いった国民負担の大幅な増加を招くことになる。 

また、介護サービス事業者の収支差率は、訪問介護や通所介護などで比

較的高い水準となっており、全体で見ても、中小企業の経営状況と比較し

て概ね良好な状況となっている。平成 30 年度介護報酬改定を巡る前述し

たような状況を踏まえれば、収支差率の状況も踏まえた報酬水準の適正

化・効率化は必須であると考えられる。 

なお、平成 27 年度改定において、全体の報酬水準は引き下げる一方、

質の高いサービスを提供している事業所は加算により手厚い報酬が得ら

れる仕組みとしたことから、介護事業者の経営状況も、こうした加算の取

得状況により異なってくるものと考えられる。こうした仕組みとしてい

るにもかかわらず、加算が取れていない事業者も含めた経営状況で各サ

ービスの報酬水準の改定の必要性を判断してしまうと、質の高いサービ

スへの移行を促進する方向性に逆行することとなる。介護事業者の経営

状況の判断に当たっては、質の高いサービスの提供を評価する加算が取

得できている事業者のみの収支差率を把握し、これを踏まえ各サービス

の報酬水準の在り方を判断していくことが適当である。〔資料Ⅱ－１－28

参照〕 

 

（生活援助サービスの効率的で適切な利用の促進） 

訪問介護における「生活援助中心型」の利用状況を見ると、要介護度が

低い者においても月 100 回を超えて利用されているケースもあるほか、

全体として利用状況に大きなばらつきが見られ、必ずしも効率的なサー
                                                  
41 平成 30 年度介護報酬改定においては、介護人材の安定確保という観点も踏まえるべきとの意

見もあった。 
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ビス提供が行われていない可能性があるものと考えられる。このため、保

険者機能の強化に向けた取組の一環として、例えば、一定の回数を超える

生活援助サービスを行う場合には、多職種が参加する地域ケア会議等に

おけるケアプランの検証を要件とするなど、制度趣旨に沿った適切な利

用の徹底を図るべきである。 

また、一定の間隔を開ければ１日に複数回にわたり所定の報酬を算定

可能な現行の報酬体系は、必要以上のサービス提供を招きやすい構造的

な課題を抱えている。このため、包括払いとなっている「定期巡回・随時

対応型訪問介護看護」とのバランスも踏まえ、例えば、１日に算定可能な

報酬の上限を設定するなど、「身体介護」も含めて訪問介護の報酬の在り

方を見直すべきである。〔資料Ⅱ－１－29 参照〕 

 

（高齢者向け住まいにおける在宅サービス利用の適正化） 

「サービス付き高齢者向け住宅」や「住宅型有料老人ホーム」において

は、外部の在宅サービス利用に係る受給者１人当たりの利用単位数が非

常に高い傾向にあるといった調査結果42がある。また、高齢者向け住まい

の居住者にも要介護度が高い者が一定程度おり、介護サービス事業所が

併設・隣接されているものが半数以上を占めている。その大半が同一グル

ープの経営となっており、実質的に介護施設に近い性格を有しているも

のが多く存在すると考えられる。このような高齢者向け住まいでは、訪問

介護・通所介護サービスが出来高で提供されているのに対し、特定施設入

居者生活介護（外部サービス利用型以外）の指定を受けている有料老人ホ

ーム等については、１日当たりの費用が決まっている。こうしたことから、

高齢者向け住まいに居住する者の在宅サービス利用については、必要以

上にサービスが提供されることのないよう、例えば、特定施設入居者生活

介護とのバランスも考慮し、報酬を算定できる回数の上限を設定するな

どの対応を図るべきである。〔資料Ⅱ－１－30 参照〕 

 

                                                  
42「大阪府における介護施策の現状と課題、対応の方向性について」（平成 29 年大阪府高齢者保

健福祉計画推進審議会専門部会報告書） 
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（通所介護サービスの適正化） 

通所介護サービスを提供する事業所のうち、個別機能訓練加算43を取得

し、理学療法士等の専門職の配置を行っている事業所については、他の事

業所と比べて、利用者の日常生活自立度の改善・維持率が高くなっている。

一方で、事業所の規模が小さいほど、個別機能訓練加算の取得率が低くな

る一方、サービス提供１回当たりの単位数は高くなる傾向にあり44、規模

が小さい事業所に通う利用者にとっては、機能訓練などの質の高いサー

ビスを受ける割合が低いにもかかわらず、高い費用を支払う結果となっ

ている。こうしたことを踏まえると、通所介護について機能訓練などの自

立支援・重度化防止に向けた質の高いサービス提供がほとんど行われて

いないような場合には、事業所の規模にかかわらず、基本報酬の減算措置

も含めた介護報酬の適正化を図るべきである。〔資料Ⅱ－１－31 参照〕 

 

（地域医療構想の推進と療養病床の再編） 

慢性期の患者が入院する病床に関して、医療の必要性の高い者につい

ては医療療養病床で対応し、医療よりもむしろ介護の必要性が高い者に

ついては、在宅医療や介護保険の居住系サービス、老人保健施設などの施

設サービスで対応することで機能分担を図ることが求められている。 

そうした中、現行の介護療養病床は、一定の経過措置を付けた上で、平

成 29 年度末で廃止となり、新たな類型として介護医療院が設置され、こ

れに合わせて地域医療構想の方向性に沿った療養病床の再編が行われて

いくことになる。一方で、再編に当たっては、介護医療院の人員・施設基

準は、現行の療養機能強化型と老健施設並びの二つの類型が検討されて

いる。25：１医療療養病床については、介護医療院への転換ではなく、よ

り報酬の高い 20：１医療療養病床45へ転換するといった動きがある。こ

                                                  
43 個別機能訓練加算（Ⅰ）：生活意欲が増進されるよう、利用者による訓練項目の選択を援助。

身体機能への働きかけを中心に行うもの。個別機能訓練加算（Ⅱ）：生活機能の維持・向上に

関する目標（１人で入浴できるようになりたい等）を設定。生活機能にバランスよく働きかけ

るもの。 
44 規模が小さいほど、サービス提供１回当たりの管理的経費が高いことが考慮され、基本報酬が

高く設定されていることが要因と考えられる。 
45 医療療養病床の入院基本料は、看護師の配置の多寡により体系は分かれており、その診療報酬
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の場合、現行の報酬体系を前提として、一定の仮定の下に試算すると、再

編後の医療費・介護費は変わらないか、かえって増加することもあり得て、

こうした転換例が多くなる場合、療養病床全体を在宅等への移行も含め

て効率的な提供体制に再編するとの地域医療構想の考え方とも整合的で

なくなる。 

こうした事態を避けるためには、患者の状態像にそぐわない 20：1 医

療療養病床への転換の防止のための医療必要度の要件の厳格化等を図る

とともに、「生活の場」である介護医療院について、人員配置や費用面で

の効率化が進むよう報酬・基準を設定する必要がある。また、医療療養病

床、介護療養病床ともに、入院患者のうち医療の必要度の低い患者につい

ては、在宅医療等での対応を進めるような改定内容としていくべきであ

る。〔資料Ⅱ－１－32 参照〕 

              

②  介護保険制度の見直し 

（調整交付金を活用した財政的インセンティブの強化） 

制度の持続可能性を確保する観点からは、保険者自身が地域の課題を

分析し、保険者機能を発揮しながら、介護費用の適正化を進めることが期

待される。このため、介護費の適正化などの保険者機能の強化に向けた財

政的インセンティブとして、客観的な指標に基づき、努力した地方公共団

体に対し財政支援を行う新たな交付金を創設することとなっている46。し

かし、この新しい交付金を努力した保険者に配分するだけでは、現在、取

組を進めていない保険者に対するインセンティブとしては十分ではない。

全地方公共団体の取組の底上げを図るためには、併せて、現在、被保険者

の年齢構成と所得水準の違いのみを調整することとされている調整交付

金について、保険者の取組も反映した配分を行うことにより、インセンテ

ィブとして活用することも不可欠である。新たな交付金とセットで、調整

交付金も活用したインセンティブの仕組みを導入すべきである。〔資料Ⅱ

                                                  
（点数）は、20：１（患者 20 人に対して看護師１人）が 814 点～1,810 点、25：１（患者 25
人に対して看護師１人）が 750 点～1,745 点となっており、看護師の配置が多い 20：１の方が

高く設定されている。 
46 平成 29 年通常国会において成立した「地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の

一部を改正する法律」による。 
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－１－33 参照〕 

 

（在宅サービスの提供体制の見直し） 

相対的に軽度者の利用が多い訪問介護・通所介護47について、被保険者

１人当たり給付費は、年齢等の調整を行ってもなお、全国平均と 大値と

の間で訪問介護は５倍、通所介護は３倍の差が存在する。一方で、訪問介

護・通所介護をはじめとした在宅サービスについては、施設サービスや地

域密着型サービスと異なり、総量規制や公募制などの地方公共団体がサ

ービス供給量をコントロールする仕組みが十分でない。今後、介護費の地

域差縮減に向けて保険者機能を強化していくことが必要であり、その一

環として、在宅サービスについても、総量規制や公募制など、サービス供

給量を地方公共団体がコントロールできる仕組みを導入すべきである。

〔資料Ⅱ－１－34 参照〕 

 

（介護施設と在宅の公平性の確保） 

近年、介護施設の入所者の割合が減少し、高齢者向け住まいの定員や在

宅でのサービス受給者の割合が増加してきている。このうち介護施設等

の利用者の低所得者には、その居住費・食費について、介護保険制度から

補足給付が支給されているが、今後、更に在宅での介護サービス利用者が

増加していくことが見込まれる中、在宅との負担の公平といった観点か

らは、補足給付の在り方について検討していくことが適当である。こうし

た検討の中で、例えば、補足給付の支給要件の更なる見直しも行っていく

必要があると考えられる。〔資料Ⅱ－１－35 参照〕 

 

（軽度者に対する生活援助サービス等の更なる地域支援事業への移行） 

訪問介護サービスを利用している要介護１・２の者においては、掃除、

洗濯、買い物、調理等の生活援助中心型の利用者の割合が多い。こうした

生活支援に関わるサービスは、保険給付による提供だけでなく、多様な主

                                                  
47 平成 28 年度の介護サービス受給者に占める要介護度別割合を見ると、要介護１・２の者の割

合は、介護サービス全体で 50.5％であるのに対し、訪問介護は 61.3％、通所介護は 67.3％であ

る。 
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体が利用者のニーズに柔軟に対応してサービスを提供していくことが有

益であり、介護保険財政の観点からも望ましい。このような観点から、要

支援１・２の者に対する訪問介護・通所介護については、平成 27 年度か

ら地域支援事業（総合事業）への移行が進められているが、当初想定され

た多様な主体によるサービス提供は進んでいない状況にある。このため、

総合事業については、一層、多様な主体によるサービス提供に移行してい

く必要があり、その移行状況も踏まえながら、改革工程表に基づき、軽度

者に対する生活援助サービスなどの更なる地域支援事業への移行を進め

ていく必要がある。〔資料Ⅱ－１－36 参照〕 

 

（３）子供・子育て 

これまでも待機児童解消等のため保育の受け皿拡大が進められてきた

が、女性の就業率の上昇に伴い、保育利用率も増加し続けており、未だ待

機児童の解消には至っていない。このため、政府は、本年６月に新たに「子

育て安心プラン」を発表し、平成 30 年度から２～３年間で約 22 万人分

の保育の受け皿を拡大するとともに、その後も更に２年間で約 10 万人分

を拡大することとした。更に本年９月には、当該プランを前倒しし、平成

32 年度までの３年間で 32 万人分の受け皿拡大を行うこととされたとこ

ろである。〔資料Ⅱ－１－37 参照〕 

子供・子育て分野の充実・強化は、全世代型社会保障の実現に向けて極

めて重要な施策であるが、保育の受け皿を拡大した場合、当然のことなが

ら、その分運営費が増加することとなる。そのための安定的な財源をどの

ように確保していくのかが大きな課題となる中、子供・子育て分野につい

ても、不断の見直しに取り組み、人口動態の変化等も見据えながら、効率

的・効果的な支援とするための重点化・適正化を図っていかなければなら

ない。 

まず、保育事業の収支状況は、平成 28 年度調査によれば、保育所等の

事業者全体の平均収支差率は＋９％程度となっており、一般の中小企業

の利益水準である約３％を大幅に上回る状況となっている。保育所等は

公費を基に運営されている中、他業種とのアンバランスが生じていない
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か、公費で負担している範囲は適切か、これまでの保育士の処遇改善加算

が適切に人件費に反映されているのかなどの点から検証を行い、公定価

格全体を適正化する必要がある。〔資料Ⅱ－１－38 参照〕 

次に、児童手当についても検証が必要である。所得判定基準について、

児童手当の制度創設時において、父親が家計を支えている世帯（専業主婦

モデル）が多かったこと等もあり、児童手当が支給されるか否かの判定基

準である所得の範囲は、世帯の中で所得が も多い者（「主たる生計者」）

の所得のみで判定することとされてきた。しかしながら、平成９年以降共

稼ぎ世帯数が専業主婦世帯を上回り、足元ではほぼ倍となるなど、制度創

設時から大きな変化が生じていることを踏まえると、主たる生計者のみ

の所得で判断するのではなく、世帯合算で判断する仕組みに変更すべき

である。〔資料Ⅱ－１－39 参照〕 

また、児童手当では、所得制限を超える者に対する「当分の間」の措置

として、月額５千円の「特例給付」が支給されている。使途に関する調査

によれば、足元の子育て費用に充てている割合は半分以下となっている。 

その一方で、年収 1,000 万円以上の子育て世帯においてはむしろ保育

所の利用ニーズが高まるとの調査結果もある。さらには、共働き家庭の児

童向けの放課後児童クラブの登録児童数も年々増加しており、整備のニ

ーズも一層高まっている。全世代型社会保障の実現に向け、子供・子育て

分野の充実・強化を図る中においても、効果的・効率的な支援としていく

ことが重要であり、現行の施策についても、分野内における優先順位付け

も含め必要に応じた見直しを検討することが適当である。児童手当の所

得制限を超える者に対して、「当分の間」の措置として支給されている特

例給付については、他の施策との整合性も考慮しつつ、直接的な金銭支給

である現金給付からサービス給付や施設利用といった現物給付への重点

化という流れも踏まえ48、廃止の方向で見直しを行うべきである。〔資料

Ⅱ－１－40 参照〕 

また、事業主拠出金による子供・子育て支援の充実についても検討する

                                                  
48 例えば、小塩隆士一橋大学教授は、フランス・アイルランド・スウェーデンなどの高出生国

は、90 年代前半以降、子育て支援を現金給付から現物給付に大きくシフトしており、その後

の出生率の反転に影響したと推察されるとしている（平成 29 年２月 17 日付日本経済新聞）。 
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ことが必要である。事業主拠出金による「企業主導型保育事業」は、保育

の受け皿整備の拡充に向けて平成 28 年度に創設されたものであり、創設

当初は５万人分の受け皿拡大を目指していたが、申請状況を踏まえ、新た

に２万人分を追加し、平成 29 年度末までに７万人分の受け皿を確保する

予定となっている49。企業主導型保育事業は、制度創設以降、企業からの

申請は増加傾向にあり、来年度以降に新たに取組を始めようとする企業

のニーズにも応えていくためには、当該事業の安定的な運営を図るため

の財源を確保する必要がある。さらに、人づくり革命や全世代型社会保障

制度の実現に向けた取組を進めていく上で、子供・子育てを社会全体で支

援していく仕組みを強化していく観点からは企業も相応の役割を担うこ

とが求められると考えられる。この事業主拠出金について、法定上限の引

上げ等により子供・子育て支援の充実を行うことを検討すべきである50。

〔資料Ⅱ－１－41 参照〕 

 

（４）障害福祉 

（障害福祉分野の概況と報酬改定） 

障害福祉については、これまで「ノーマライゼーション」理念の浸透と

ともに、利用者がサービスを選択できる制度に移行するなど支援施策の

充実が図られてきた。利用者負担の観点では、平成 18 年度に介護保険の

ような１割の応益負担が導入されたものの、累次の軽減措置により、 近

の負担率は 0.23％、負担のない者の割合は 93.3％となっている。このよ

うな小さな利用者負担は、様々な困難を抱える障害者のセーフティネッ

トとして機能する一方で、供給サイドによるサービスの増加や質の低い

サービスにつながる側面もあると考えられる。〔資料Ⅱ－１－42 参照〕 

こうした中、障害保健福祉関係予算は、自立支援給付や障害児施設給付

費等を中心に急増し、平成 18 年度の障害者自立支援法の施行以降、事業

所数とともに、２倍強となっている。障害福祉は、障害者の人権や基本的

自由の享有を確保することができる制度としていく必要があるが、障害

者にとって真に必要なサービスを将来にわたって維持していく観点から、
                                                  
49 新たに追加した２万人は「子育て安心プラン」の前倒し実施分となる。 
50 事業主拠出金については、開かれた場における議論によって判断すべきとの意見もあった。 
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障害者が単にサービスの受け手としてではなく、多様な働き方により社

会の支え手（納税者）としても活躍できるような支援を進めていくととも

に、予算の増加額を適正な形で抑制し、制度の持続可能性を確保すること

が急務である。 

平成 30 年度は、障害福祉サービスについても報酬改定が行われるが、

改定に当たっては、サービスの内容等が類似する介護保険における議論

や事業者の収支差率も勘案しつつ、全体としての適正化はもとより、後述

するような各サービスや障害者の生活の実態に即して必要な見直しを検

討していくことが重要である。 

 

（就労支援事業の報酬適正化） 

 就労支援事業（就労移行支援・就労継続支援）51は、自立支援給付の中

でも大きな割合を占め、予算額の伸びも大きい。一方で、サービス供給が

急拡大する中、利用者のニーズに基づかないサービスや質の低いサービ

スの供給も見られることが指摘されている。 

 こうした中、就労移行支援については、民間企業では法定雇用率の引上

げ等に伴い障害者雇用が増加しているにもかかわらず、一般就労への移

行実績を十分に上げられていない事業所も見受けられる。 

 また、就労継続支援については、障害者の工賃を、創意工夫や営業努力

により売上げを伸ばすなどの方法で適切に増やすのではなく、制度趣旨

にそぐわない形で税財源の障害報酬によって補てんしている52と考えら

れる事業所も見受けられる。 

 こうした状況を踏まえれば、就労支援事業の報酬については、サービス

の質や費用に見合った水準としつつ、移行実績や賃金・工賃の向上がより

適切かつ効果的に評価されるよう、報酬体系そのものを見直すべきであ

                                                  
51 就労支援事業には、一般就労を希望する障害者に、一定期間、就労に必要な知識や能力の向上

のために必要な訓練を行う「就労移行支援」と、一般就労が困難な障害者に、就労の機会を提

供し、能力向上に必要な訓練等を行う「就労継続支援」がある。また「就労継続支援」には、

雇用契約に基づく（ 低賃金が適用される）「Ａ型」と、雇用契約に基づかない（ 低賃金が適

用されない）「Ｂ型」がある。 
52 障害者の所得保障としては障害年金など他の仕組みがある中、就労支援事業は、税財源を直接

移転するのではなく、就労環境づくりに充てることで、障害者が自立した日常・社会生活を営

めるように行うものである。 
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る。また、賃金・工賃の向上については、税財源からの移転に依存するの

ではなく、優良事例のノウハウを収集し事業者への展開を図ること等に

よって実現するべきである。〔資料Ⅱ－１－43～46 参照〕 

 

（放課後等デイサービスの報酬適正化） 

 障害児向けのサービスである放課後等デイサービスについても、高い

報酬水準等を背景に多くの法人が参入し、サービス供給が急増する中、支

援の質の低い事業所の存在や、障害児の発達にとって望ましいとは言え

ないような利用のされ方も見られることが指摘されている。 

 このため、障害児の成長や発達を妨げるような形での利用を防ぐこと

ができるよう、事業者の監督や必要な支援の評価を適切に行うとともに、

サービスの質や費用に見合った報酬水準となるよう見直すことが必要で

ある。〔資料Ⅱ－１－47 参照〕 

 

（５）生活保護 

（生活扶助基準・各種加算等の見直し） 

生活保護制度は、 低限度の生活を保障するとともにその自立を助長

することを目的としているが、給付水準や制度運用の在り方によっては、

制度自体に対する国民からの信頼が低下することとなりかねず、国民の

信頼感や公平感を確保していくことが求められる。 

生活扶助基準は一般低所得世帯との均衡を図るように５年に１度の頻

度で検証することとされており、本年は平成24年以来の検証の年に当た

る。前回の検証においては、生活扶助基準と一般低所得世帯（年間収入階

級第１・十分位層）の消費実態との乖離が確認されたものの、その一部は

激変緩和措置として基準の見直しに反映されなかった。今回の検証にお

いては、比較対象としてどのような水準の一般低所得世帯を設定するこ

とが適切か検証するとともに、一般低所得世帯との乖離を適切に反映す

ることが必要である。〔資料Ⅱ－１－48参照〕 

また、多種多様な需要に配慮するため、多くの加算・扶助制度が存在し

ているが、生活扶助本体と合わせ、その必要性や内容・水準について適切
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な検証が必要である。〔資料Ⅱ－１－49参照〕特に、有子世帯に対する加

算・扶助は、一般低所得世帯と比較して生活扶助等の額が高くなる要因の

一つであり、二重の配慮が生じているものもある。貧困の世代間連鎖の防

止に向けた子供の学習機会の確保等も踏まえつつ、整理を含めた見直し

を行う必要がある。その際、加算・扶助の目的をしっかりと達成する観点

から、現金給付以外の方策で行うことも検討すべきである。〔資料Ⅱ－１

－50、51参照〕 

この他、昭和62年度以降見直されていない級地区分については、現在

の生活水準の実態と乖離が生じている可能性があることから、級地制度

自体の抜本的な見直しを行うとともに、定期的な見直しの対象とするこ

とが適当である。〔資料Ⅱ－１－52参照〕 

  

（その他の個別の取組） 

生活保護制度の適正化等の観点から、改革工程表に沿って、改革項目に

しっかりと取り組んでいかなければならない。 

生活保護費の半分程度を占める医療扶助の適正化は、持続可能な生活

保護制度の運営のためには不可欠である。具体的には、「経済財政運営と

改革の基本方針2017」（平成29年６月９日閣議決定）においても掲げられ

ている後発医薬品の使用促進を更に図っていく必要がある。これまで、平

成25年の生活保護法改正における後発医薬品使用の努力義務化をはじめ

様々な取組が実施されてきたが、依然として使用割合の地域差が大きい

ほか、後発医薬品を調剤しなかった理由の約７割が患者意向であること

を踏まえると、更なる促進にはもう一段の取組が必要と考えられる。医師

の使用許可を前提に、後発医薬品使用の原則化や、自己都合による先発医

薬品使用の場合の自己負担制度の創設などを検討すべきである。〔資料Ⅱ

－１－53参照〕 

また、生活保護受給者は自己負担がないため過剰受診に対する抑制効

果が働きにくいとの指摘がある中、頻回受診対策についても更なる取組

が必要である。頻回受診の発生状況には地域差がうかがわれるほか、生活

保護受給者の通院日数がそれ以外の者の通院日数に比べて多い医療機関
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が標榜する診療科は特定の診療科に偏る傾向が見られ、レセプト請求件

数の全数または大多数が生活保護受給者のレセプトである医療機関も見

受けられる。そうした中、現在の頻回受診者に対する適正受診指導にも限

界があると考えられる。こういった実情を踏まえ、頻回受診者の適切な把

握、レセプトに基づいて頻回受診者が多く発生している医療機関に着目

した対策の導入、適正受診指導を受けても改善の見られない頻回受診者

に対する自己負担（償還払い）制度の創設など、実効性ある対策を検討す

べきである。〔資料Ⅱ－１－54参照〕 

更に、 近の雇用環境が大幅に改善する一方で、就労割合は緩やかな上

昇にとどまっているため、就労の促進に向けた更なる取組が必要である。

就労指導の着実な実施に加えて、現実に稼働能力があり本人に適切と思

われる職場が紹介されているものの就労しない者などに対して、保護の

停止措置の積極的な活用や生活保護費の減額措置といった廃止に至る前

の柔軟な対応を設けることを検討すべきである。〔資料Ⅱ－１－55 参照〕
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２．地方財政 

 

 地方交付税交付金等は、平成 29 年度予算において国の一般会計歳出の

16.0％を占め、社会保障関係費に次ぐ規模である。 

 我が国の地方財政制度では、全ての地方公共団体で標準的な行政サー

ビスが提供されるよう、毎年度の地方財政計画において全地方公共団体

の標準的な歳出を見込んだ上で、地方税収等の自前の収入で賄えない収

支不足（歳出歳入ギャップ）について、まずは地方交付税の法定率分等を

充て、それでも不足する部分について、国と地方が折半し、地方交付税交

付金の特例加算（国）と臨時財政対策債（地方）で負担する仕組みとなっ

ている（折半ルール）。〔資料Ⅱ－２－１参照〕 

 国と地方の財政状況を見てみると、平成 29 年度において、国は、PB

は 20.7 兆円の赤字、財政収支は 27.9 兆円の赤字と、ともに大幅な赤字で

あるのに対し、地方は PB も財政収支も黒字となっている。また、長期債

務残高の推移を見ると、直近 10 年間で、国が約 330 兆円増加しているの

に対し、地方においては、ほぼ横ばい・微減であるとともに、基金残高は

約 1.6 倍となっている。〔資料Ⅱ－２－２、３参照〕 

 国と地方を通じた PB 改善に向けては、こうした国・地方の財政状況の

違いも考慮しつつ、地方財政計画の歳出を着実に抑制し、歳出歳入ギャッ

プを縮小していくことが重要である。 

 

（１）地方財政計画と地方決算の PDCA 

 上述の通り、地方交付税総額は地方財政計画に基づき決定される。これ

を踏まえれば、地方財政計画について、決算との比較・検証を行い、その

結果を踏まえた歳出改革を行った上で、翌年度の地方財政計画を策定す

るという「PDCA サイクル」を継続的に回していくことが必要である。 

 しかしながら、現状では、地方財政計画と地方歳出決算が比較可能な形

となっていないため、各経費ごとの比較を含め、計画と比較可能な形での

決算データの公表を検討していく必要がある。 

 この点、「PDCA サイクル」を回す一助とするため、地方財政計画と地

― 40 ―

―  ―0123456789

MC-46



 

方歳出決算が比較可能となるよう試算を行ったところ、継続的に１兆円

前後、地方財政計画における歳出が決算における歳出を上回るとの試算

結果となった53。また、平成 28 年度末の地方の基金残高は、21.5 兆円と

過去 高となっている。〔資料Ⅱ－２－４～６参照〕 

 毎年度、国において赤字国債を発行して地方の一般財源総額を確保し

ていることを踏まえれば、各年度に必要となる財源保障（移転）の適正規

模については、より一層の精査が必要である。また、計画から上振れた地

方税収等や使用料・手数料などの歳入を財源とする歳出については、地方

財政計画を通じての歳出規律が働かない状態であり、是正を検討する必

要がある。 

 このため、（２）及び（３）における改革や見直しを通じて、地方財政

計画をより適切なものとしていくことが必要である。 

 

（２）地方財政計画と基金 

 上述のとおり、地方の基金残高は、平成 28 年度末において 21.5 兆円

と過去 高となっている54。その内訳を見ると、年度間の財源の不均衡を

調整するための「財政調整基金」は、リーマンショック後の地方税収が減

少した時期を含め近年ほぼ一貫して増加し、7.5 兆円と過去 高水準とな

っており、「その他特定目的基金」55も近年大幅に増加し、11.5 兆円と過

去 高となっている。また、交付団体・不交付団体の別によらず、近年、

全体の基金残高は増加傾向にある。仮に基金への積立てを一切行わず、過

去 高額での取崩しのみを続けた場合でも、現在の基金残高は約７年分

に相当する水準となっている。〔資料Ⅱ－２－６～９参照〕 
                                                  
53 地方財政計画における歳出と決算における歳出の乖離に係る試算については、前年度繰越金

等の影響を排除した修正後決算額（以下「修正後決算額」という。）から給与関係経費の決算

乖離分（0.4 兆円（平成 26 年度））を控除しているが、同決算乖離分に係る財源見合いが雑収

入等の決算増収に含まれていることが推定される場合には、雑収入等の決算増収分見合い歳出

（3.7 兆円（平成 26 年度））との関係を検証する必要があるため、地方財政計画における歳出

と決算における歳出の乖離幅はある程度の幅をもって見る必要がある。〔資料Ⅱ－２－４参

照〕 
54 地方公共団体は、地方債の満期一括償還のために積み立てている資金を保有しているが、こ

れは総務省の決算統計上、公債費に計上され、「減債基金」には含まれていない。 
55 地方公共団体が特定の目的のために設置する基金。なお、同基金の中には、設置目的が「地

域振興を図るため」、「産業振興を図るため」など、実質的に幅広い歳出に充てることが可能な

基金があることに留意する必要がある。 
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 こうした中、毎年度、国が赤字国債の発行や特別会計における財源捻出

によって地方交付税を措置している現状を踏まえれば、各地方公共団体

の基金残高の増加要因等を分析・検証し、国・地方を通じた財政資金の効

率的配分に向け、地方財政計画への反映等につなげていく必要がある。 

 また、個々の団体ごとに見ると、財政力指数 0.33 未満であって、基金

残高割合（基準財政需要額に対する基金残高の割合）が 100％以上の団体

については、基準財政需要額に占める「まち・ひと・しごと創生事業費」

（地域の元気創造事業費等）等の割合が相対的に大きい傾向にある。小規

模な団体が「まち・ひと・しごと創生事業費」（地域の元気創造事業費等）

等として配分された財源を使いこなせておらず、結果として基準財政需

要額が過大となっており、基金残高を増加させる一因となっている可能

性がある。これらにつき、詳細を分析する必要があるとともに、必要に応

じ、地方公共団体の広域的な連携や合併等の更なる推進、地方財政計画に

おける「まち・ひと・しごと創生事業費」等の水準の妥当性等を検討・検

証すべきと考えられる。〔資料Ⅱ－２－10 参照〕 

 

（３）その他地方財政改革の方向性 

① 地方税収等の計上の適正化 

 地方税収等は、リーマンショック以降、概ね決算が地方財政計画額を上

回るという上振れ傾向が続いており、平成 22～28 年度までの累計で 4.2

兆円の決算増収となっている。〔資料Ⅱ－２－11 参照〕 

 地方財政計画で見込んだ歳出歳入のギャップを埋めるべく交付税が措

置されていることを踏まえれば、計画からの地方税収等の上振れは、結果

として、本来必要なかった赤字国債の発行を国の側で行っていることを

意味する。また、地方税収等が下振れた場合は、減収補填債が発行され、

後年度においてその元利償還費が地方財政計画に計上されるとともに、

国もこれを負担している。 

 こうしたことを踏まえれば、地方税収等の計画からの上振れ分につい

ては、上振れの有無・規模が判明した段階で後年度の地方財政計画におい

て精算を行い、地方交付税総額に反映させるべきである。 
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② 税源の適切な帰属 

 地方財政計画を適切に策定するためには、各地方公共団体への税源の

適切な帰属が必要である。この点、地方消費税については、その税収は「

終消費地」に帰属するべきものとされ、これを実現するため「清算基準」

に基づき都道府県間において税収の清算が行われている。〔資料Ⅱ－２－

12 参照〕 

 この地方消費税の清算基準については、「平成 29 年度税制改正大綱」

（平成 28 年 12 月８日自由民主党・公明党）において、「必要に応じ人口

の比率を高めるなど、抜本的な方策を検討し、結論を得る」とされている。 

 地方消費税は、社会保障施策の財源となる重要な税であり、適切な税収

帰属を図ることが必要であるが、現在の清算基準は、 終消費の実態を適

切に反映できていないと考えられること56や、過去に激変緩和として導入

された性格が強く既に役割を終えていると考えられるものがあることな

どの問題がある。これに対し、これまでも、清算時に利用する統計から「イ

ンターネット販売」を除外するなどの改正が行われてきたが、こうした対

応にも限界があるものと考えられる。〔資料Ⅱ－２－13 参照〕 

 都道府県間の清算後の市町村への配分（税率引上げ分）は、全額人口に

基づき行われていること等も踏まえつつ、地方消費税の清算基準につい

ては、より適切な税収帰属を図るため、人口基準の比率を大幅に高めるな

ど抜本的な見直しが必要であると考えられる。 

 

③ 「枠計上経費」の適正化 

 地方財政計画には、内訳や積算が明らかでない、いわゆる「枠計上経費」

が多額の規模で存在している。計上水準の必要性・適正性について説明責

任を果たす観点から、当該財源を活用した事業の実績・成果を把握し、検

証する必要がある。〔資料Ⅱ－２－14 参照〕 

                                                  
56 現在の清算基準では、統計基準として、商業統計の小売年間販売額及び経済センサス活動調

査のサービス業対個人事業収入額が用いられている。これらは、全数調査の供給側統計である

が、例えば、県境を跨いで購入が行われ購入地と 終消費地が乖離する場合に、 終消費地を

適切に捉えることができないなどの問題がある。 
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 例えば、「まち・ひと・しごと創生事業費」（1.0 兆円）は、人口増減率

等の指標を用いて配分されているが、各地方公共団体における具体的使

途を含め実績等は不明である。また、全市町村における基準財政需要額

26.2 兆円のうち、「まち・ひと・しごと創生事業費」及び「歳出特別枠」

（地域経済・雇用対策費）は 0.7 兆円（2.7%）程度であるが、個別団体ご

とに見れば、基準財政需要額の２割以上が「まち・ひと・しごと創生事業

費」等によって配分されている団体が存在している。こうした実態を踏ま

えても、特定の政策目的をもって地方財政計画に計上している経費につ

いては、当該財源を活用した事業の実績・成果を把握し、計上の合理性の

検証を行う必要がある。 

 加えて、「歳出特別枠」は、リーマンショック後、雇用対策等のために

設けられた臨時異例の危機対応措置である。経済状況は回復し、地方税収

は過去 高の状況となっていることを踏まえれば、これまでの建議で再

三述べてきたように、平時モードへの切替えの中で、廃止するべきである。 

 

④ 国庫補助事業の不用に係る地方負担分の計上の適正化 

 国庫補助事業については毎年度不用が生じており、その地方負担分に

ついても地方財政計画において不用が生じていることとなる。しかしな

がら、国庫補助事業の不用に係る地方負担分については、決算を踏まえた

精算が行われておらず、地方に「渡しきり」となっている。 

 地方財政計画で見込んだ歳出歳入のギャップを埋めるべく交付税が措

置されていることを踏まえれば、この不用に係る地方負担分は、結果とし

て、本来必要なかった赤字国債の発行を国の側で行っていることを意味

し、是正策を検討する必要がある57。〔資料Ⅱ－２－15 参照〕 

 

⑤ トップランナー方式の拡大等と改革成果の地方財政計画への反映 

 現在、歳出の効率化を推進する観点から、他団体のモデルとなるような

                                                  
57 同様の論点として、「追加財政需要」（国の予備費に相当する経費）がある（平成 29 年度にお

いては 4,200 億円を計上）。過去 10 年間の使用実績は平均 1,860 億円程度であり、決算で精算

が行われていないことから、使途が不分明なまま地方に「渡しきり」となっている状況にあ

る。「追加財政需要」の計上額についても、使用実績を踏まえた適正化を図るよう検討する必

要がある。 
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業務改革を行っている団体の経費水準を基準財政需要額の算定基礎とす

る取組（トップランナー方式）が推進されている。同方式は、23 業務が

検討対象とされ、平成 29 年度までに 18 業務について導入されている。 

 ただし、平成 28 年度における同方式の対象経費は、全基準財政需要額

のうち 3.5％程度に止まるものと推定されることから、23 業務以外も含

め、トップランナー方式の更なる拡充を目指すべきである。〔資料Ⅱ－２

－16～18 参照〕 

 また、地域行政サービスの地域差の「見える化」を推進し、類似団体間

でのコストの比較やその要因分析を行うとともに、先進・優良事例の横展

開を行い、更なる行財政改革を進めていくべきである。併せて、自治体ク

ラウドの導入やマイナンバーの活用等による行政の効率化を進めていく

ことが重要であると考えられる。 

 トップランナー方式については、現状では、基準財政需要額の単価の見

直しが行われるのみとなっている。財政健全化目標の実現に向けては、ト

ップランナー方式、先進・優良事例の横展開、自治体クラウドの導入によ

る効率化等の効果（基準財政需要額の減少額）を地方財政計画に反映し、

財政資金の効率的配分が図られるよう、計画策定を工夫する必要がある。

〔資料Ⅱ－２－19 参照〕 

 

⑥ 基金をはじめとする財政に関する情報公開の改善 

 各地方公共団体のホームページを見ると、例えば基金残高について、詳

細な内訳を公表している団体は一部に止まるほか、積立ての考え方等を

示している団体は確認されなかった。また、各年度の予算・決算について

も、一部の地方公共団体ではホームページでの情報公開が行われていな

い。〔資料Ⅱ－２－20 参照〕 

 サービスとコストの関係についての住民の理解に立脚した歳出の重点

化・効率化が行われるよう、財政のフローとストックの状況について、「見

える化」（ホームページによるアクセスしやすい情報公開）が行われるべ

きである。 
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⑦ 地方公務員の退職手当の適正化 

 国家公務員の退職手当については、人事院による退職給付に係る官民

比較調査の結果及び見解（平成 29 年４月）において、公務が民間を上回

り、「国家公務員の退職給付水準について見直しを行うことが適切である」

とされたことを踏まえ、平成 30 年１月から、支給水準の引下げを行うと

されている。〔資料Ⅱ－２－21 参照〕 

地方公務員の退職手当についても、同様の見直しを地方財政計画に反

映させるべきである。また、厳しい財政状況及び各地方公共団体の給与事

情等を十分検討した上で、地域における国家公務員又は民間の退職給付

水準を上回っている地方公共団体にあっては、その適正化を図るため必

要な措置を講ずるべきである。
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３．文教・科学技術 

 

 我が国の競争力強化や生産性向上に向けて、教育や科学技術の質を高

めていくことは重要である。また、少子化が進展する中で、将来世代に負

担を先送ることなく、限られた財政資源を 大限活用し、その目的を達成

することが求められる。そのため、文教・科学技術分野におけるマネジメ

ント機能を強化するとともに、目指すべきアウトカム目標を適切に設定

し、その達成に向けた費用対効果を分析した上で、適切な手段を選別する

ことが必要である。 

 

（１）公財政教育支出 

 経済協力開発機構（OECD）諸国の中で、我が国の公財政教育支出58の

対 GDP 比が低い、あるいは、私費負担が大きいとの指摘がある。 

しかしながら、在学者一人当たりで見れば、OECD 諸国と比べて、教

育支出全体は高い水準にあり、公財政支出に限っても遜色ない水準とな

っている。今後、少子化が進展する中では、公財政教育支出が現在の水準

であっても、在学者一人当たりの支出は増加していく。〔資料Ⅱ－３－１

参照〕 

また、教育に係る私費負担の多寡を議論するのであれば、国民負担率の

多寡も併せて議論する必要があるが、国民負担率の水準は、OECD 諸国

の中で 低レベルにある。〔資料Ⅱ－３－２参照〕 

こうした点を考慮すれば、公財政教育支出の対 GDP 比だけを見て、量

的水準の拡大を目的化することは適切ではない。 

 

（２）幼児教育 

 我が国においては、３歳児で 80％、５歳児で 97％の子供が幼稚園又は

保育所に在籍している。また、幼児教育については、子育て世帯の経済的

負担の軽減の観点から、これまでも無償化を進めてきており、低所得世帯、

ひとり親世帯及び多子世帯（第３子以降）は、ほぼ無償化されている。〔資
                                                  
58 教育機関に対する 終支出のうち、公的部門からの支出として、OECD 統計（Education at 

a glance, OECD Indicators）で用いられている指標。 
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料Ⅱ－３－３参照〕 

こうした中、更に幼児教育の無償化を進めるにあたっては、公平性の観

点から、標準的な保育料を超えた部分までも公費負担の対象とすること

は適切ではない。また、保育料の引上げを助長することがない仕組みとし

ていくことが重要である。〔資料Ⅱ－３－４参照〕 

 

（３）義務教育 

① 教職員定数 

 文部科学省からの平成 30 年度概算要求等では、学校における「働き方

改革」や新しい学習指導要領の実施のため、3,415 人（平成 30～38 年の

９年間で約 2.3 万人）の定数改善が必要であるとされている。〔資料Ⅱ－

３－５参照〕 

児童生徒数の減少に伴う自然減や平成 29 年度の法改正に基づく基礎

定数化を勘案した見通しによれば児童生徒あたりの教職員数は増加する。

これに加えて、更なる教職員数の増加が必要となるか否かは、定量的かつ

客観的なエビデンスによる立証や PDCA サイクルの確立を大前提とすべ

きである。 

  

まず、「働き方改革」については、教育委員会等から学校に対する調査・

報告依頼などの事務負担の現状を直視する必要がある。しかしながら、学

校において、教職員の勤務時間・内容の管理ができておらず、管理職によ

る業務の適正化が行えているとは言えない。 

また、市町村費負担事務職員数を見ると、普通交付税の基準財政需要額

への算入額から推計される職員数は、学校基本調査で報告されている職

員数を大きく上回っており、地方交付税により措置されているにもかか

わらず、十分な配置がなされていない可能性もある。 

部活動に関しては、生徒の健全育成の観点から、週２日以上の休養日を

設定することが適切であるとされているにもかかわらず、十分な休養日

が設定されていない学校が多い。 

このため、まずは教員の業務の見直し、すなわち、 
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・ 教育委員会等からの事務、調査の厳選と合理化、 

・ 総量規制を含めた部活動の在り方の見直し、 

・ 市町村費負担事務職員の配置の実態把握と適切な活用、 

といったことを通じて、教員がより多くの時間を授業に充てられるよう

業務の適正化を行っていくべきである。また、必要に応じて、学校業務の

アウトソーシング化を進めるべきとの指摘もあった。 

 

次に、新学習指導要領（平成 32 年度以降）への対応については、小学

校の英語の授業コマ数の増加により、現行の学習指導要領の 941 コマか

ら、新学習指導要領では 964 コマに増加する。一方、文部科学省の平成

27 年度の実態調査によれば、小学校において 981 コマの授業が行われて

おり、総授業時数の観点から見れば、既に新学習指導要領の必要授業コマ

数（964 コマ）を上回る授業を行っている現状にある。また、教員の養成・

採用の観点から言えば、教職課程において小学校英語教育に対応してい

る大学は一部に過ぎず、採用試験においても英語を課していない都道府

県が多く、小学校英語に対応した教員の採用は難しい現状にあろう。なお、

語学指導等を行う外国青年招致事業（JET プログラム）等を通じた外国

語指導助手（ALT）の活用ということも考え得るが、その際、ALT が単

独で授業を行うことを制限している現状には、効率性の観点から改善が

必要であろう。〔資料Ⅱ－３－６参照〕 

 このため、今般の学習指導要領改訂に伴う英語の授業時数の増加に関

しては、 

・ 必要な授業時数を上回って実施されている授業の英語への振替え、 

・ 中学校の英語教員も含めた教員配置の見直し、 

・ ALT 等の外部人材の活用やそのための特別免許状制度59の積極的な

活用を含めた免許制度の見直し、 

といったことを通じて、対応していくべきである。 

 

② 学校の規模 
                                                  
59 教員免許を持っていないが、優れた知識経験等を有する社会人等に対し、教員免許を付与す

る制度。 
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 文部科学省によれば、小・中学校ともに 12～18 学級が適正規模とされ

ているが、公立の小・中学校の半数が適正規模を下回っているのが実態で

ある。〔資料Ⅱ－３－７参照〕 

 地域の実情を勘案する必要はあるが、児童生徒が、その能力を育み、社

会性や規範意識を身に付けられるような教育環境を整備する観点から、

人口動態を踏まえ、学校規模の適正化が必要である。 

 

（４）高等教育60 

① 高等教育にかかる経済的負担の軽減 

 「意欲」と「能力」がある若者が大学等の高等教育を受けられるよう、

これまでも低所得世帯を中心に、奨学金制度の充実、大学授業料の減免の

拡充などに取り組んできている。また、国際的に見ても高等教育全体の進

学率・学位保持率は 高水準にある。〔資料Ⅱ－３－８参照〕こうした現

状を踏まえれば、高等教育に掛かる経済的負担の軽減は、引き続き、真に

支援が必要な低所得世帯の若者に絞った対応とすべきである。 

 また、大学生や大学教育の実態を見れば、義務教育（中学校）までに身

につけるべき教科・科目の知識・理解が不足している大学生が相当数在籍

している。そうした中で、大学生の授業外の学修時間は、１日１時間未満

が全体の６割以上と、米国61と比べて、著しく短い時間となっている。更

に、大学設置基準が前提としている学修時間は、１日約９時間であるにも

かかわらず、日本の大学生の学修時間（授業、授業関連の学習、卒業論文）

は、約 4.6 時間にとどまっており、大学側も学生に対して十分に学修を求

めていない可能性がある。大学改革においては、大学における教育の成果

を問うことで、大学と学生が、その成果を確実に得られる努力をし、好循

環を実現することが重要であろう。〔資料Ⅱ－３－９～11 参照〕 

このため、高等教育に期待される役割を踏まえ、経済的負担の軽減を拡

充するにあたっては、 

                                                  
60 高等教育は、大学等における教育を指すのに対し、初等中等教育は、小学校・中学校・高等

学校等における教育を指す。 
61 米国では、６割近くの学生は、１日２時間超の授業外の学習時間を確保しているとの調査

（東京大学・大学経営政策研究センター「全国大学生調査 2007 年」）がある。 
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・ 大学を卒業すると生涯賃金が高まるとされており、中高卒者との公平

性を踏まえ、過度に不公平感を高めないようにする、 

・ 社会のニーズに合致し、社会からも評価されている、質の高い教育を

行っている大学を前提としつつ、大学経営陣、教職員が大学改革を進め

ようとするインセンティブを阻害しないようにする、 

・ 全ての学生を対象とするのではなく、学修の成果を確認しつつ、勉学

に励もうという意欲がある学生を対象とする、進学後に、勉学に励まな

い学生は支援の対象から外すなど、学生が勉強するインセンティブを

高める工夫をする、 

・ 大学にも相応の負担・協力を求めることはもとより、定員割れの大学

や赤字経営の大学への単なる経営支援にならないようにする、 

・ 支援すべき生活費の範囲については、医療・介護・障害等の他制度と

の整合性を失わないようにする、 

といった課題に対応し、全世代が負担することを念頭に置いた制度設計

が必要になる。専門学校についても、負担軽減を進めるに当たっては、同

様の課題について検討が必要である。 

 

 高所得世帯も対象にする全面的な無償化については、上記の課題に加

え、低所得世帯との差が埋まらないばかりか、既に大学に進学できている

高所得世帯にも受益が及んでしまい、格差をかえって拡大する可能性が

あることから、適切ではないと考えられる。 

また、同様に高所得世帯も対象にしてしまうオーストラリア型の

HECS 制度62についても、上記の課題や格差解消につながらないという

問題に加え、管理すべき対象が増加し、コスト面で非効率であること、管

                                                  
62 オーストラリアの HECS 制度（Higher Education Contribution Scheme）は、それまで授業

料を徴収していなかった制度から、授業料を徴収する制度に移行する中で生み出された授業料

相当額を後払いする制度。具体的には、①高所得世帯を含め、全学生が、在学中には授業料を

納付せず（自発的に納付することは可能）、 卒業後、所得が一定水準以上の場合は、税務当

局に「学生拠出分」を納付（HELP（Higher Education Loan Program）を活用）。在学中

は、政府が「学生拠出分」を大学に支払い。②このほか、政府は「政府拠出分」を大学に補

助。ただし、非大学型の私立高等教育機関に対しては「政府拠出分」の補助はなく、学生は授

業料の全額を支払う。なお、オーストラリアの大学型の高等教育機関は、国公立大学は 37 大

学、私立大学は２大学。 
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理運営・執行の実現可能性に課題があることから、適切ではないと考えら

れる。 

なお、多様なライフスタイル・キャリアパスが求められている中で、例

えば、無償化等によって、あたかも全員が一律に高等教育に進学すべきで

ある、というようなメッセージを与えかねない点は常に留意が必要であ

ることは言うまでもない。 

 

② 若手研究者の処遇 

 国立大学法人運営費交付金の減少が、若手教員の処遇を悪化させてい

るのではないかとの指摘がある。しかしながら、まず、国立大学法人運営

費交付金を含めた国立大学の財務基盤については、国立大学法人化され

た平成 16 年度以降、平成 29 年度までの間で、国立大学法人運営費交付

金は、附属病院の赤字解消（▲584 億円）、退職手当の減（▲427 億円）

という特殊要因を除くと、▲434 億円（▲3.5％）減少と、この間の入学

者数の減少（▲4.0％。18 歳人口は▲15％。）程度にとどまっており、国

立大学に対する補助金等の増加（約 1,000 億円増）と合わせれば国立大

学法人への財政支出は増加している。〔資料Ⅱ－３－12 参照〕 

 若手教員の処遇については、外部資金も積極的に活用しつつ、オープン

イノベーションを推進し、競争力や生産性を向上させるため、基礎研究に

配慮しつつも、一定の流動性を確保することは必要であろう。また、各大

学において、 

・ 雇用や任期の判断が効果的になされていない可能性、 

・ 独立行政法人化した平成 16 年度以降、国立大学の学生数は▲1.5 万

人減少しているが、常勤教員数を増加させてきており、その中で、「実

質任期なし」の若手教員を増加させる余地があったこと、 

・ 定年延長により、「実質任期なし」の年配教員を増加させる人事政策

をとってきたこと、 

に鑑み、マネジメント機能を強化しつつ、これらを見直すことで、若手教

員の処遇を改善することは可能であると考えられる。〔資料Ⅱ－３－13、

14 参照〕 
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加えて、博士課程の進学者数は減少しているとの指摘もあるが、1990

年代以降に大幅に増加した後の高止まり状態からの微減である。〔資料Ⅱ

－３－15 参照〕 

博士人材の確保のためには、修了後を見据え、 

・ 大学側において、社会のニーズにあった教育・研究への見直し、 

・ 企業側においても、博士人材の適正な評価、 

といったことが必要であると考えられる。今後、博士課程への支援の在り

方については、大学院の在り方の見直し、特に博士人材を取り巻く企業と

の協働体制の構築とセットで議論していくことが求められる。〔資料Ⅱ－

３－16 参照〕 

 

③ 大学競争力 

 国立大学法人運営費交付金の減少が国際的な大学ランキングの低迷の

原因となっているのではないかとの指摘がある。 

しかしながら、日本の大学の世界ランキングの低下は、「論文被引用」

の評価方法の変更（2014 年）63等によるものが大きい。〔資料Ⅱ－３－17

参照〕また、低迷している点については、後述するように、我が国の高等

教育部門における研究開発の効率性に課題があるものと考えられる。 

日本の国立大学は、国立大学法人運営費交付金への依存度が高い大学

経営となっているが、その交付金の 80％強を占める基幹経費の割合に大

きな変化は見られない。各国立大学への配分額の変化も、特殊要因経費

（毎年度所要額が異なる義務的要素を含む経費）を除いて比較してみる

と、ほとんどが１％未満の範囲に過ぎない。 

また、企業の保有する現預金等は 近の好業績を受けて増加し過去

高水準にあるにもかかわらず、大学における企業負担の研究開発費の割

合は低迷しており、諸外国と比べても低水準にとどまっている64。産学連

                                                  
63 使用言語による論文引用数への影響を標準化させるために実施されてきた国別補正を緩和。 
64 大学における企業負担の研究開発費の割合（2014 年）は、ドイツ 14.1％、アメリカ 5.2％、

イギリス 4.3％、フランス 2.7％、日本 2.4％となっている（文部科学省、科学技術・学術政策

研究所「科学技術指標 2017」）。 
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携の深化は、大学の教育・研究を社会のニーズにあったものとするために

も強く期待される65。 

こうした状況を踏まえれば、国立大学の国際競争力の向上のため、国立

大学法人運営費交付金等について、グローバルレベルで競争する大学へ

の重点配分を行うなどのメリハリ付けを含め、配分基準を見直すべきで

ある。また、国立大学法人運営費交付金だけに頼るのではなく、世界ラン

キング上位校と同様に、財源の多様化を進めるべきである。加えて、産学

連携の深化に向けて、マッチングファンド66の仕組みの活用や、大学のマ

ネジメント機能の改善を進める必要がある。 

 

④ 私学助成 

18 歳人口が減少する一方、私立大学の入学定員は増加しており、私立

大学全体のうち、定員割れの大学が約４割を占めている。継続的に大幅な

定員割れの大学は、学生に選ばれないという意味で、教育の質や魅力に乏

しく、社会から評価されていない大学とも考えられる。また、定員割れ大

学のうち、財務状況（帰属収支差額比率）がマイナスの大学が約６割を占

めており、持続可能性にも問題がある。〔資料Ⅱ－３－18 参照〕こうした

課題に対応するためには、大学間の連携や統合等を進めることは当然に

必要となるが、私立大学の教育の質の向上や魅力の向上のために私立大

学等経常費補助67を有効に活用すべきである。 

しかしながら、定員割れの私立大学等に対する私立大学等経常費補助

の補助額を見ると、平成 24年度から平成 28年度にかけて増加している。

この増加は、定員割れ私立大学等の学生一人当たりの補助額で見た一般

補助が概ね横ばいで推移している一方、特別補助が年々増加しているこ

とによるものである。特別補助の増加要因は、「私立大学等改革総合支援

事業」や「経営強化集中支援事業」の増加であるが、これらの事業につい

                                                  
65 「未来投資戦略 2017」（平成 29 年６月９日閣議決定）においては、「2025 年までに企業から

大学、国立研究開発法人等への投資を３倍増とすることを目指す。」とされている。 
66 大学・研究機関等が実施する研究開発と民間事業者が求めるニーズのマッチングを図り、民

間事業者が一定の資金負担を行うことを前提に、国も研究費等の拠出を行う仕組み。 
67 同補助には、教職員数や学生数等の学校規模等に対応して配分される「一般補助」と、改革

に取り組む大学を重点的に支援する「特別補助」がある。 
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ては、目標や KPI が設定されておらず、その成果の把握もなされていな

い。また、審査基準の項目や配点については、補助目的に照らして適正で

あると考えられないものが散見される。〔資料Ⅱ－３－19～21 参照〕 

 こうした状況を踏まえれば、一般補助については、大学教育の質を向上

させるため、 

・ 教育の質や成果を示す客観的な配分基準による配分の強化、 

・ 定員割れ大学に対して、定員充足率を補助額に確実に反映するよう、

定員に対する学生等の割合による増減調整の厳格化、 

・ 大学教育の質や成果の「見える化」・情報開示を進めるため、現在の

教育・研究に関する基礎的な事項や財務状況に関する開示項目の見直

しや非開示の大学に関する減算の強化、 

を行うべきであると考えられる。 

 また、特別補助のうち、「経営強化集中支援事業」については、大学の

経営改善の状況について大学関係者以外の者も取り入れた客観的な評価

を行う仕組みを構築し、その改善が見られない大学に対しては補助を廃

止するなど、PDCA サイクルを確立し、予算に反映させることが必要で

ある。また、「私立大学等改革総合支援事業」等については、 

・ 原則として、教育の質が確保されていない大学等について、補助対象

から除外するほか、定員割れや経常赤字が生じている大学への単なる

経営支援とならない仕組みとする、 

・ 産学連携や地方連携等に係るメニューは、形式的な外形要件ではな

く、外部資金の受入れや地方からの協力、国際的展開に実効性のある客

観的な基準を導入する、 

など、早急に実効性がある見直しを行っていく必要がある。 

 

（５）科学技術 

① 科学技術の予算規模と成果 

 我が国の科学技術関係予算は、対 GDP 比でも実額でも、主要先進国と

比べて遜色のない水準であり、研究開発税制と併せて見れば、米英独に並

ぶ水準となっている。また、科学技術振興費は、平成元年度以降、３倍増
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となるなど、過去 20 年以上にわたって社会保障関係費以上のペースで拡

充されている68。〔資料Ⅱ－３－22 参照〕 

 しかしながら、我が国の高等教育機関における研究開発の効率性は必

ずしも高いとは言えない。例えば、日本の高等教育部門において、「政府

からの研究開発費の額」はドイツと比して遜色ない水準である一方、

「Top10％論文数」がドイツと比べて少ないことから、Top10％論文１件

を生み出すために必要な政府からの研究開発費が大きくなってしまって

いる。〔資料Ⅱ－３－23 参照〕 

研究開発の質や効率性を高めるため、科学技術予算のメリハリ付け、効

率化・適正化、後年度負担を考慮した施策の展開を図っていくことが必要

であろう。 

 

② 科学技術予算のメリハリ付け 

 日本では、伝統的な学問分野の体系に則した研究が多く行われており、

分野を超えた変化が小さいため、社会や産業構造の変化に対応できてい

ないのではないかと考えられる。 

しかしながら、現在の予算の「メリハリ」付けは、科学技術重要施策ア

クションプラン、科学技術イノベーション総合戦略などにより、重点化す

べき施策を特定する、いわば「ハリ」のみを強調した仕組みとなっている。 

このため、かつて総合科学技術会議において行われていたいわゆる

「SABC69」のような評価制度を適切に運用することを前提とした「メリ」

も含めた優先順位付けや、客観的で適切な成果指標を設定した上で、それ

に基づく評価等を確実に次年度の予算に反映させるなど、エビデンスに

基づく実効的な PDCA サイクルによって、分野を超えた有効なメリハリ

付けを進めるべきである。 

 
                                                  
68 科学技術基本計画（平成 28 年１月 22 日閣議決定）においては、「官民合わせた研究開発投資

を対 GDP 比の４％以上とすることを目標とするとともに、政府研究開発投資について、平成

27 年６月に閣議決定された「経済財政運営と改革の基本方針 2015」に盛り込まれた「経済・

財政再生計画」との整合性を確保しつつ、対 GDP 比の１％にすることを目指す」とされてい

る。 
69 総合科学技術会議において、平成 23 年度まで実施されていた各省の施策に対する優先度判

定。 
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③ 研究開発コストの削減（予算執行の効率化・適正化） 

予算執行の効率化・適正化を図る観点から、コストの適正化に向けて、

なぜ国産機器の価格と比べても割高な海外製機器が購入されるのかにつ

いて、調達の実態を調査した上で、必要な見直しを行うべきである。〔資

料Ⅱ－３－24 参照〕  

また、特に汎用性の高い研究設備について、国費に頼らない自立的な共

用システムを構築するべく、設備の保有者に減価償却費や人件費も含め

た利用料金の確保を求め、設備の共同利用に関する政府の負担を逓減し

ていくことが必要である。 

加えて、研究不正の防止に向け、不正行為が起きて研究の成果が見込め

なくなった場合に、現行制度は論文の投稿料等しか返還を求めていない。

こうした制度は、十分な抑止力を果たしているのか、大学等の研究機関の

管理責任の強化等が必要ではないか、といった観点から不断の見直しを

行うべきである。 

 

④ 科学技術予算の後年度負担 

 大規模プロジェクトには、開始時の事業費は小さいものの、プロジェク

ト後半にかけて事業費が著しく増加するものがある。こうしたプロジェ

クトの後年度負担の財源を確保するため、本来必要な研究開発が圧迫さ

れかねない状況となっている。また、国際核熱融合実験炉事業など、大規

模な国際共同プロジェクトについては、計画遅延、調達機器の仕様変更、

材料費高騰等を理由として、事業の途中で、事業費が大幅に拡大するケー

スがある。 

このため、大規模な新規プロジェクトについては、後年度負担を十分に

踏まえた上で、特に厳しい優先順位付けを行うべきであり、既存プロジェ

クトについても不断に効果検証を行い、継続の要否を検討すべきである。

特に、大規模な国際共同プロジェクトについては、各国の分担と履行状況、

費用全体及び費用対効果をしっかりとチェックすべきである。 

 

（６）文化 
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 観光ビジョン等の施策により、訪日外国人旅行者が増加している好機

を捉え、文化財施策は、「保護」から「活用」に重点を移し、稼ぐ力を向

上させていくという視点が重要である。 

文化財の活用による来場者数の増加に向けた努力や入場料の見直しを

行うことで、我が国の文化財全体の修繕や活用に係る事業規模を確保し、

その結果として、文化財の魅力が高まっていくという好循環を実現して

いくべきである。そのため、文化財修復に対して補助を行う場合は、修復

後の活用の方策や計画を検討した上で、活用が可能なものについては、広

く活用することを前提として補助金の配分を行っていく必要がある。具

体的には、過去の収入を前提とした補助金の配分を行うのではなく、将来

の収入見込みを立て、その活用も踏まえた補助の在り方を見直していく

ことが求められる。〔資料Ⅱ－３－25 参照〕 

また、国立文化財施設については、寄付金の増加に向けた努力を進める

ほか、開館時間の工夫や入場者数の増加、共催展収益の配分の見直し、施

設の活用、保有文化財の貸付など自己収入の増加に向けた取組を強化し、

戦略的・自律的な運営を確立すべきである。〔資料Ⅱ－３－26 参照〕 
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４．社会資本整備 

 

 社会資本整備については、これまでの建議において、整備水準の向上等

を踏まえ、「量」で評価する時代は終わり、より少ない費用で 大限の効

果が発揮されているかという「質」の面での評価が重要な時代になってい

ることを強調してきた（「量」から「質」へ）。この方針の下、平成 30 年

度予算においては、引き続き総額の抑制に取り組む中で、日本の成長力を

高める事業と防災・減災・老朽化対策への重点化・効率化を進め、予算の

中身、使い方を徹底して見直す必要がある。〔資料Ⅱ－４－１参照〕 

 

（１） 近の公共事業関係費の推移と留意点 

 公共事業関係費については、「経済・財政再生計画」の下、当初予算に

おいて、「目安」を踏まえて安定的に推移するとともに、災害や経済情勢

等による追加財政需要に対して、補正予算により対応してきた。 

 今後の水準については、社会資本の整備水準の向上等に加え、好調な民

間投資、GDPギャップの解消、人手不足等を勘案すると、公共事業の「量」

を拡大する状況にはない。 

まず、官民合わせた日本全体の建設投資水準を見ると、投資額が堅調に

推移するとともに、手持ち工事高も積み上がっている。今後も、2020 年

に向け、民間投資は堅調に推移する見通しとなっており、公共投資が民間

投資を阻害しないようにする必要がある。〔資料Ⅱ－４－２参照〕 

こうした中、GDP ギャップ（内閣府）は 2017 年１－３月期以降、需

給ギャップ（日銀）は 2016 年 10－12 月期以降、ともに解消している。

総需要不足という状況にはなく、供給面において生産性を高め、潜在成長

率を高めていくことこそが重要な課題である。〔資料Ⅱ－４－３参照〕 

労働市場を見ても、建設業の雇用人員の不足感は高い水準にあり、有効

求人倍率は、地方を含め、全国的に高い水準にある。また、中長期的に建

設業の働き手を確保していくため、「働き方改革」は喫緊の課題である。

「働き方改革」の効果をフォローアップしていくとともに、残業規制の強

化、週休二日制の普及等が労働市場に及ぼす影響に留意する必要がある。
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〔資料Ⅱ－４－４参照〕 

 こうした状況を踏まえると、公共事業の安易な追加は厳に慎むべきで

あり、民間投資を阻害しないよう留意しつつ、中長期的な視点に立って、

民間投資を誘発する生産性の高い事業への重点化を徹底し、「質」の改善

を図っていく必要がある。 

 

（２）平成 30 年度予算における重点課題 

 平成 30 年度予算においては、公共事業の「質」を改善する観点から、

以下を重点課題とし、生産性の向上と安全・安心の向上を実現する予算と

すべきである。 

 

① 生産性の向上 

イ）成長戦略に基づくインフラの重点整備 

 圏央道の順次開通と料金体系の一元化により、首都圏の物流が大幅に

改善し、大型物流施設等の民間投資も誘発されている。また、近畿圏でも、

料金体系の一元化とあわせ、高速料金を活用したボトルネックの解消の

ための道路整備が推進されている。このように、料金政策等を適切に活用

して、全国物流ネットワークの核となる三大都市圏環状道路への重点投

資を加速し、物流効率化と民間投資の誘発により、日本全体の生産性の向

上を図るべきである。〔資料Ⅱ－４－５参照〕 

 北関東では、高速道路と港湾の直結により、北関東の輸出拠点が茨城港

にシフトし、物流が大幅に改善するとともに、工場立地が累増している。

平成 28 年には、茨城港において新岸壁の供用が開始され、完成自動車の

北米向け輸出に大型船の利用が可能となった。このように、道路、港湾、

空港等のインフラの連携により整備効果が増大する事業への計画的な重

点化を進め、社会資本全体として生産性効果が 大限に発揮されるよう

にすべきである。〔資料Ⅱ－４－６参照〕 

 また、成長戦略の一環である農林水産業の競争力強化に向け、飼料用穀

物の輸入拠点として釧路港において大型船に対応した新岸壁を整備し、

北海道・東北の各港が個別に中型船を仕立てていた北米からの飼料用穀
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物の輸送コストを大幅削減するとともに、穀物供給を安定化し、畜産業の

競争力を強化する取組が進められている。さらに、北海道内の６港が連携

し、ホタテ貝等を連携水揚港湾から輸出拠点港湾として整備を進める苫

小牧港・石狩湾新港へ集約する取組も進展している。このように、港湾の

規模・役割に応じた重点投資を効果的に行い、物流コストの削減等につな

がる基盤整備を重点的に推進するべきである。〔資料Ⅱ－４－７参照〕 

 また、エネルギー戦略の観点から、我が国が世界 大の LNG 輸入国で

あり、既存の LNG 基地が多数立地していることを踏まえると、LNG バ

ンカリング（船舶への LNG の燃料供給）拠点として高いポテンシャルを

有している。国際的な排ガス規制強化に伴う LNG 燃料船舶の増加を見据

え、シンガポールと連携し、国際的な LNG バンカリング拠点を戦略的に

整備することにより、我が国の港湾の国際競争力を高める必要がある。こ

のため、既存の LNG 基地を活用しつつ、平成 30 年度予算において、2020

年「Ship to Ship」バンカリング70の導入実現のために必要な投資を重点

的に行うべきである。〔資料Ⅱ－４－８参照〕 

 

ロ）PFI 等による民間活用の推進 

 質の高い社会資本の整備及び運営を進めていくためには、民間の創意

工夫を活かし、効率化を徹底していくことが重要である。このため、民間

の事業機会の拡大を図るとともに、民間がノウハウを活用しやすい環境

を作っていく必要がある。とりわけ、社会資本の老朽化により維持管理・

更新費が増加していく見込みであることを踏まえると、民間活用による

効率化等を通じてインフラの持続可能性を高めることにより、国民生活

の根幹を支えるインフラを安心・安全なものとして中長期的に維持して

いくことが重要である。 

 

a）空港コンセッション71の進展 

                                                  
70 LNG 燃料船に給ガスを行う方式について、現在は、陸上の LNG タンクローリーから LNG
燃料船に行っているが、2020 年には、海上で LNG バンカリング船を LNG 燃料船に横付けし

て行うことを目指している。 
71 コンセッション（公共施設等運営権）方式とは、利用料金の徴収を行う公共施設について、
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 空港コンセッションについては、平成 28 年４月に関西国際空港・大阪

国際空港（関空・伊丹空港）で事業が開始されたほか、現在、19 の国管

理空港のうち９空港においてコンセッションが進捗している72。こうした

中、関空・伊丹空港については、神戸空港も加えた73関西３空港一体での

運営が決定され、今後、更なる経済活性化効果が期待されている。また、

事業開始から約１年が経過した仙台空港では、民間ノウハウを活かした

運営により新規 LCC 路線の就航が実現するなど成果を上げている。高松

空港コンセッションでは、昨年秋の建議を受けて運営権対価の配点割合

が引き上げられ74、空港活性化計画と運営権対価提案額の双方で高い評価

を得た者が選定された。 

今後とも、コンセッションによる地域活性化と収支改善を追求しつつ、

好事例を実施方針に的確に反映させるとともに、残る未着手空港につい

てもコンセッションを積極的に導入し、空港整備勘定の収支改善につな

げる必要がある。 

 

b）下水道事業 

本年春の建議では、受益者負担の原則の徹底と民間活用の推進を提言

した。これを反映して国土交通省において策定された「新下水道ビジョ

ン加速戦略」に沿って、平成 30 年度予算より、基準化、制度構築等を

着実に推進する必要がある。〔資料Ⅱ－４－９参照〕 

海外に目を転じて見ると、EU（欧州連合）では、EU 指令で「水サー

ビスに係る費用回収原則」が規定され、この EU 指令の下、フランスで

は、「Water pays for water の原則」として、収支均衡が規定されてい

る。こうした原則の下、フランスの上下水道事業では、広域化・コンセ

                                                  
施設の所有権を公共主体が有したまま、施設の運営権を民間事業者に設定する方式をいう。 

72 国管理空港については、既に実施済みの仙台空港（平成 28 年７月から）に加え、８空港（高

松空港、福岡空港、北海道内４空港（新千歳空港、函館空港、釧路空港、稚内空港）、熊本空

港、広島空港）においてコンセッション実施に向けた手続が進捗中。 
73 神戸市が実施中の神戸空港コンセッション事業者の選定手続において、関空・伊丹空港を運

営する関西エアポート㈱が優先交渉権者に選定された（平成 29 年８月）。 
74 高松空港コンセッションの審査手続では、運営権対価の配点が 20%に引き上げられた（仙台

空港コンセッションでは 12%）。審査では空港活性化等の計画に加え各グループともに意欲的

な運営権対価を提案し、競争の結果、運営権対価 50 億円を提案した者が選定された。 
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ッション等による包括的な民間委託が進んでおり、水メジャーによる

ICT 活用や国際展開など、効率的な運営が行われる中で、適正な料金設

定が行われている。〔資料Ⅱ－４－10 参照〕 

一方、我が国では、全体の８割以上の地方公共団体が、公費負担分を

除いた汚水処理費用を使用料で全て賄えていない。また、広域化、民間

活用、コスト縮減等のためには、財務・経営状況を把握する必要がある

が、現在、人口３万人未満の地方公共団体の４割以上が公営企業会計の

適用の検討に着手していない状況である。更に、下水道事業の汚水処理

原価や使用料単価は、地方公共団体間で大きな差がある。公営企業会計

を適用するための取組を加速し、下水道事業の経営情報の「見える化」

により、使用料の適正化やコスト縮減の徹底を図るべきである。〔資料

Ⅱ－４－11 参照〕 

こうした観点を踏まえ、汚水処理人口普及率が 90％を超え、10 年後に

汚水処理施設整備の概成が見通せる中、「新下水道ビジョン加速戦略」に

基づき、住民理解を醸成しつつ、国の財政支援を汚水処理に係る「受益者

負担の原則」と整合的なものに見直していくことが必要である。建設省告

示（昭和 46 年第 1705 号）においても、汚水処理の衛生処理システムの

概成後は、原則、汚水に関する下水道管渠
きょ

の新規事業分については、国庫

補助負担事業を廃止するとされているところである。この告示も踏まえ、

社会資本整備総合交付金等については、平成 30 年度予算から、下水道の

公共的役割・性格を勘案し、地域の特性等に配慮しつつ、未普及の解消及

び雨水対策に重点化していくべきである。また、その他の地方公共団体に

係る財政措置についても、「受益者負担の原則」と整合的なものとなるよ

う、見直しを検討すべきである。〔資料Ⅱ－４－12 参照〕 

また、財政規律を強化する中で、経営の効率化を進めることが重要で

ある。事業の広域化・共同化、コンセッションをはじめとする PFI の導

入、ICT 活用等により、経営の効率化の成果を出した地方公共団体があ

り、経営状況の地域差の「見える化」等を推進する中で、こうした先進

事例を広く公開して横展開を図るべきである。また、広域化、コンセッ

ションが一般化し、水メジャーを生み出したフランスでは、ICT を活用
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した先端的な管理システムを導入し、経営を効率化している。こうした

事例を参考にしつつ、成長戦略として、インフラ・ビジネスの拡大・国

際競争力の強化を図る必要がある75。〔資料Ⅱ－４－13 参照〕 

 

ハ） 先端技術の積極的導入 

 2025 年度までの建設現場の生産性の２割向上を目指し、平成 28 年度

から、全ての建設生産プロセスで ICT 等を活用する i-Construction が段

階的に推進されており、例えば、ICT 土工では、作業時間が約 28％削減

されるなど効率化が実現しつつある。 

さらに、平成 30 年度要求では、AI・センサ等の 先端技術の建設現場

での現場実証と実装を推進する方針が示されている。 先端技術の導入

支援に当たっては、開発側・発注側双方のニーズ76を踏まえた現場実証・

実装が必要である。その際、産業技術開発を支援する各府省（経済産業省

等）との連携を強化し、各府省の開発の成果である有望な技術シーズが、

公共事業の現場で、現場実証・実装のプロセスに円滑に入れるようにすべ

きである。また、実証・実装を通じて得られた効率化等の成果については、

必要に応じ、施工や検査等の基準に反映77すること等により、 先端技術

の導入インセンティブのある環境を整備すべきである。その上で、これら

の取組を通じ、生産性向上・コスト縮減効果が 大限発揮されるようにす

る必要がある。〔資料Ⅱ－４－14 参照〕 

 

② 安全・安心の向上 

イ） 近の大規模災害と緊急対応 

昨年は熊本地震や北海道・東北等における台風など、本年は九州北部等

                                                  
75 PFI について海外の事例を参考にする際には、料金や水質への影響についても見ていく必要

があるとの指摘があった。 
76 開発側のニーズとしては、技術の精度向上や効果確認、現場ニーズの把握等のため現場で本

格実証やデータ蓄積をしたいといったものがある。また、発注側のニーズとしては、AI など

先端技術の建設現場への導入について幅広く提案を募り、技術シーズの掘り起しを行いたいと

いったものがある。 
77 ドローン等の無人航空機（UAV）測量では、写真が 90％以上重なること（ラップ率）を求め

ていたが、80％以上に変更した結果、写真の枚数が半分になり、UAV の飛行速度も２倍とな

って、効率化が実現。 
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における豪雨など、大規模災害が発生した。気候変動の影響を受けて激甚

化・頻発化する大規模災害の特徴等を踏まえ、激甚災害の的確な指定、再

度災害防止への効果的な対策など、迅速かつ的確な対応を実施する必要

がある。 

昨年の北海道・東北豪雨災害や本年の九州北部豪雨災害においては、都

道府県が管理する中小河川で大きな被害が生じている。こうした状況を

踏まえ、本年９月に、再度災害防止対策を緊急実施するとともに、都道府

県において、国土交通省や林野庁と連携を図りつつ、全国の「中小河川の

緊急点検」を実施しているところである。この点検結果を的確に反映し、

国の防災・安全交付金事業等と地方単独事業の連携強化により、地域の総

合的な緊急対策を重点的に支援していくべきである。〔資料Ⅱ－４－15 参

照〕 

 

ロ）既存ストックの 大限の活用としてのダム再生 

 昨年秋の建議を受けて、本年６月末に国土交通省が策定した「ダム再生

ビジョン」では、既存ダムを 大限に活用した対策、ソフト施策とハード

施策の適切な組合せを推進するとされている。今後は、このビジョンを踏

まえ、既存ダムを 大限活用した防災・減災対策を推進する必要がある。

その際、治水ダムのみならず、電力会社の発電用ダムなどの利水ダムも活

用して、我が国のダム施設全体78で、効率的・効果的に防災・減災対策に

取り組むべきである。〔資料Ⅱ－４－16 参照〕 

 

ハ）調節池の効率的な整備 

河川改修事業の一環として、下流部の人口・資産が集積する地域の洪水

氾濫を防ぐため、その上流部で調節池を整備し、洪水を一時的に貯留する

治水対策が実施されている。本年春の予算執行調査において、調節池が多

くの用地確保等を伴う面整備であることを踏まえ、地役権補償方式79、工

                                                  
78 我が国には、国土交通省や水資源機構が管理する 123 の治水ダムのほかに、道府県が管理す

る治水ダム（435 か所）や電力会社等が管理する利水ダム（892 か所）があり、それらを含め

たダムの総数は 1,450 に上る（平成 29 年４月現在 国土交通省調べ）。 
79 平常時には調節池を農地等として所有者が利用し、洪水発生時のみ調節池として使用する権

利を設定する方式。 
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期縮減、 適地整備等の効率的な整備手法とすることが提言された。 

この予算執行調査を受けて、平成 30 年度予算から、着手している事業

の計画の見直しを進めるとともに、新規事業にも適切に反映し、総事業費

の抑制と工期短縮による効果の早期発現を図るべきである。〔資料Ⅱ－４

－17 参照〕 

 

ニ）インフラ長寿命化事業の質の向上 

 本年春の予算執行調査により、防災・安全交付金で支援している地方公

共団体の道路事業において、インフラ長寿命化という基本方針と整合的

でない事業があることが判明した。具体的には、点検を実施していない橋

や予防保全の対応をすべき橋を更新している例があったほか、「早期に措

置を講ずべき状態」と判定されたもののうち、修繕と更新の費用比較をせ

ずに更新を行っている橋が 1/4 を占めていた。これを受け、同調査では、

防災・安全交付金の支援対象を早期措置段階と緊急措置段階のものとし

た上で、修繕と更新のライフサイクルコスト（LCC）を比較し、更新の方

が LCC が小さい事業に重点化することが提言された。同調査の指摘に基

づき、平成 30 年度予算から改善を徹底し、インフラ長寿命化計画の実効

性を上げる必要がある。 

さらに、PDCA を徹底し、毎年度の執行状況の精査を通じて、新技術・

民間活用によるコスト縮減や地方単独事業との連携を含めて、好事例と

問題事例を整理・横展開することにより、交付金事業の質を向上させるべ

きである。〔資料Ⅱ－４－18 参照〕 
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５．農林水産 

 

 我が国の農林水産業は、経済構造の変化の中で、戦後一貫してその規模

の減少を続けてきた。特に農業において高齢化は深刻で、就業人口のうち

6 割以上は 65 歳以上となっている。農業の産業としての競争力を高め、

食料の安定供給を維持するためには、将来にわたって農業生産の中核を

担う経営者（担い手）に農地を集積することが不可欠である。また、農家

一戸当たりの平均経営規模を見ると、特に畜産を中心に大規模化は進ん

でいるものの、水稲などの大規模化の伸びはいまだ鈍いと言わざるを得

ない。全ての品目に亘り、更に大規模化・機械化を進め、生産コストの低

減や生産性の向上につなげていくことは、重要な課題の一つとなってい

る。〔資料 II－５－１参照〕 

 品目別に見ると、総産出額 8.8 兆円の２割弱を占める米に６割以上の

農家が集中する一方、野菜は３割弱の総産出額を１割強の人口で生み出

す構図になっている。また、稲作など土地利用型農業には、直接的な補助

金にして 6,500 億円を超える支援が行われている一方で、野菜・果樹へ

の補助金は 240 億円程度と、補助金にあまり依存しない形で経営が行わ

れている。農業就業人口の減少や高齢化の進行を前提として、農林水産業

の競争力を高めていくためには、野菜のような高収益作物への転換を更

に推し進めることが不可欠である。〔資料 II－５－２参照〕 

 このような課題に直面する中、政府は、平成 25 年 12 月に「農林水産

業・地域の活力創造プラン」80を決定し、産業政策と地域政策を車の両輪

とする農政改革を進めている。特に産業政策においては、生産現場の強化

（供給面）と輸出振興を含む国内外の需要フロンティアの拡大（需要面）

を二本柱として進めることになっている。更に、平成 28 年 11 月には、

「農業競争力強化プログラム」81を決定し、流通、資材価格、人材育成と

いった農業者の努力だけでは解決できない構造的な問題にも取り組むこ

ととしている。 

                                                  
80 農林水産業・地域の活力創造プラン（農林水産業・地域の活力創造本部 平成 25 月 12 月 10
日決定、平成 26 年６月 24 日改訂、平成 28 年 11 月 29 日改訂）。 

81 農業競争力強化プログラム（農林水産業・地域の活力創造本部 平成 28 年 11 月 29 日決定）。 
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財政面でも、財政健全化の観点から歳出の総額を極力抑制しながら、大

胆なメリハリ付けにより、農林水産業の競争力の強化や成長産業化を推

進し、若者にとっても魅力的な農林水産業に変わっていくことが重要で

ある。 

 

（１）農地中間管理機構 

政府は、平成 35 年度までに担い手への農地集積を全農地面積の 8 割と

する目標を掲げ、この目標の達成のため、平成 26 年に農地の「中間的受

け皿」として農地中間管理機構（以下「機構」という。）を各都道府県に

設置した。更に、機構の活動を後押しするため、国は各都道府県に対し、

新規集積面積に応じた機構集積協力金（５万円／10a）の交付等を行って

いる。 

機構の発足から３年間（平成 26 年度から平成 28 年度）、集積の協力金

として 471 億円の国費が使われたが、政府目標に即せば平成 35 年度まで

に今後 1,800 億円～3,000 億円82の財政負担を伴うことが予想される。

PDCA サイクルの観点から、これまでの実績を踏まえ、財政負担を持続

可能な形に抑える方向に見直すことが不可欠である。〔資料 II－５－３参

照〕 

 

機構の実績を見ると、発足から３年間の集積面積 20.5 万㏊のうち機構

経由が占める割合は４分の１にとどまり、残り４分の３は、機構集積協力

金が支払われない相対取引等によるものである。このように相対取引が

進んできた背景には、本年度行われた予算執行調査でも示唆されるとお

り、これまで農地を保有していた農家がリタイアや営農規模縮小により

自発的に農地を手放し、担い手に貸出すケースも少なくないのではない

かと考えられる。 

自発的に担い手への集積が進むのであれば、必要な政策の重点は、単に

                                                  
82 目標達成に必要となる新規集積面積 120 万㏊に占める機構経由の割合に応じて以下の通り試

算。 
（機構経由割合が 5 割の場合）120 万 ha×5 割×5 万円／10a＝3,000 億円 
（機構経由割合が 3 割の場合）120 万 ha×3 割×5 万円／10a＝1,800 億円 
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担い手に農地を集中させること（＝集積
．
）ではなく、まとまりのある農地

にして生産性を高めること（＝集約
．
）に向けられるべきである。そのため

には、まず機構を経由した場合と経由しない場合の集積実態や集約度等

の違いを数量的データやエビデンスに基づき分析することが必要である。

そのうえで、集約度の高低に合わせて協力金に傾斜をつけることを検討

すべきである83。〔資料 II－５－４参照〕 

 

（２）TPP 及び日 EU・EPA への対応 

 環太平洋パートナーシップ協定（TPP 協定）については、本年１月に

米国が交渉からの離脱を表明した後、日本が中心となり、米国以外の 11

か国（TPP11）の間で早期発効を目指して交渉が行われ、11 月の閣僚会

合で大筋合意に至った。また、EU との間では、本年７月に経済連携協定

（EPA）が大枠合意に至った。これらを受け、政府は、TPP 関連政策大

綱を改訂したが、その中で、改めて体質強化策・経営安定対策84を見直す

こととしている。 

TPP 関連政策の見直しにあたっては、日 EU・EPA 対策の基本方針85

に定められているように、これまでの体質強化策の実績の検証が不可欠

である。これまで取られてきた対策の中身に着目すれば、施設整備や公共

事業が大宗を占めているが、これらが真に競争力強化という成果を生み

出しているか、合理化の余地がないか、各事業の KPI（Key Performance 

Indicator）に照らしてその効果を検証することが重要である。〔資料 II－

５－５参照〕 

また、日 EU・EPA を踏まえた新たな対策を検討するにあたっても、

支援の中身の精査が必要である。例えばチーズについては、一般に国産と

EU 産との間でコスト差は見られるものの、EU 産の GI（地理的表示）チ

ーズと価格・品質において競争力のあるチーズを製造するチーズ工房も

                                                  
83 これに加え、当審議会では、法人化を更に推進する必要性にも着目するべきとの意見もあっ

た。 
84 「体質強化対策」とは、協定の発効に先立って、農林漁業者の経営発展に向けた投資意欲を

後押しするものを指す。また、「経営安定対策」とは、協定の発効に合わせて、重要品目の農

家の経営の安定を図るものをいう。 
85 日 EU・EPA 交渉の大枠合意を踏まえた総合的な政策対応に関する基本方針（平成 29 年７月

14 日 TPP 等総合対策本部決定）。 
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存在することから、単なるコスト差補てんではなく、むしろ高付加価値

化・ブランド化や生産性向上といった取組に支援を集中するべきである。

木材についても、協定発効後に EU からの製材等の輸入増加が懸念され

るが、林業者の生産性向上への支援だけでなく、需要面も見据えた支援も

検討が必要である。〔資料 II－５－６、７参照〕 

 

（３）林業の成長産業化 

我が国林業は、戦後に大量に植林した人工林が主伐期を迎えている。そ

の意味では、これまでの保育主体の施業（例：間伐）を転換し、主伐によ

り森林資源を有効活用すると同時に、計画的に再造林を進め、林業を成長

産業へと転換していく好機である。 

他方、戦後の拡大造林ではおよそ林業経営が成り立ちがたい条件不利

地にも植林が行われたこともあり、自然的・社会的条件のよい人工林は限

られている。したがって、財政支援については、植栽・育成・伐採の循環

利用のサイクルを確立することができる林地に重点化することが不可欠

である86。一方、条件不利などの理由により所有者等による適切な管理が

見込めない森林については、災害防止や地球温暖化防止のための森林吸

収源対策といった公益的機能の維持等の観点から、公的主体（市町村）が

森林整備を行うことが適当である。その検討にあたっては、国民に等しく

負担を求めることを基本とする「森林環境税」（仮称）の検討と併せて行

う必要がある87。〔資料 II－５－８、９参照〕 

また、これまでの林野施策が、木材の供給元となる川上（素材生産のた

めの路網整備、機械導入）の支援に偏ってきたことは否めない。林業の生

産性向上のためには、川上だけに着目するのではなく、例えば川中（製材）

                                                  
86 森林・林業基本計画（平成 28 年５月 24 日閣議決定）では、将来的に望ましい森林の規模と

して「育成単層林 660 万 ha」が目指されているが、その全てが林業の生産性向上に資するか

どうかについては慎重な検討が必要。 
87 「未来投資戦略 2017」（平成 29 年６月９日閣議決定）抄： 
「林業所得の向上のための林業の成長産業化の実現と森林資源の適切な管理のため、森林の管

理経営を、意欲ある持続的な林業経営者に集積・集約化するとともに、それができない森林の

管理を市町村等が行う新たな仕組みを検討し、年内に取りまとめる。この検討は、平成 29 年

度与党税制改正大綱において、市町村主体の森林整備等の財源に充てることとされた森林環境

税（仮称）の検討と併せて行う。」 
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や川下（ 終需要）との間の直接取引に基づき、中間市場を介することに

よるコストを抑制する取組などを支援することが考えられる。また、非住

宅分野における新しい建築用製材88の需要創出や、成長著しい中国をはじ

めとするアジア各国への木材製品の輸出など、収益性の高い取組は、生産

性の向上や財政負担の軽減につながるものであり、積極的に支援してい

くべきである。〔資料 II－５－10、11 参照〕 

                                                  
88 例えば、CLT（Cross Laminated Timber：直交集成板）などがある。 
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６．エネルギー・環境 

 

 平成 27 年７月に決定した「エネルギーミックス」89において、「安全性

（Safety）、「安定供給（Energy Security）」、「経済効率性（Economic 

Efficiency）」、「環境適合（Environment）」というエネルギー政策の基本

的視点の下、2030 年度のエネルギー需給構造の目標を実現していく考え

が示された。〔資料Ⅱ－６－１参照〕これを踏まえ、我が国は、2030 年度

に温室効果ガスを 2013 年度比で▲26％削減するという目標を設定し、パ

リ協定において国際的にも約束するに至った。 

 2030 年度の目標を達成するためには、オイルショック後並の大幅なエ

ネルギー効率の改善と再生可能エネルギーの 大限の導入等の取組が必

要である。エネルギー政策基本法では、少なくとも３年ごとに「エネルギ

ー基本計画」90の検討を行うこととされているところ、資源エネルギー庁

は、こうした状況を勘案しつつ、計画の見直しの必要性について検討を進

めている。2030 年度の目標に比して、足元の取組はまだ道半ばの状況で

ある中、目標を如何に実現していくかについての道筋を示していくこと

が必要である。 

 なお、2030 年度の目標を実現したとしても、一次エネルギーの自給率

は約 25％に留まる。化石燃料を海外に依存せざるを得ない状況が続くた

め、化石燃料の安定供給を如何に実現するかについての視点も必要であ

る。 

 

（１）資源関係予算 

① エネルギー自主開発比率 

 平成 22 年のエネルギー基本計画では、2030 年にはエネルギー自主開

発比率91を 40％以上とする目標が明記されている。 

 平成 28 年度のエネルギー自主開発比率は 27％であり、40％目標には

                                                  
89 「長期エネルギー需給見通し」（平成 27 年７月 16 日経済産業省）。 
90 直近のエネルギー基本計画は平成 26 年４月に閣議決定。 
91 自主開発比率＝（我が国企業の権益下にある石油・天然ガスの引取量＋国産生産量）÷（石

油・天然ガスの輸入量＋国内生産量）。 
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まだ届かないものの、平成 21 年度（石油のみならず、天然ガスも合算し

た年）の 23％と比較すると比率は着実に上昇してきている。この間、自

主開発量が 24％増加してきたことが寄与している。〔資料Ⅱ－６－２参

照〕 

 他方、将来的な 2030 年のエネルギーミックスに目を向けると、省エネ

ルギーの推進や非化石エネルギーの供給増を実現する結果、一次エネル

ギー国内供給に占める石油・天然ガスの供給量が 2030 年には 2013 年比

で 32％減少すると見込まれている。その場合、仮に 2030 年の自主開発

量を現状と同程度と仮定すると、自主開発比率はほぼ 40％に到達すると

試算される。〔資料Ⅱ－６－３参照〕目標達成に向けて、過去に見られた

ような自主開発量の増加が必ずしも必要とされない点を踏まえ、予算の

在り方を検討すべきである。 

 

②  独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構（JOGMEC）予算 

イ）JOGMEC による資源開発支援 

 自主開発量の引上げに当たり、JOGMEC が日本の上流開発企業の資源

開発支援の役割を担っている。JOGMEC の支援ツールとしては、出資・

民間企業向け債務保証が可能である。また、政府保証付き借入での資金調

達が可能である。JOGMEC による出資は、一般会計からの繰入を財源と

するエネルギー対策特別会計及び財政投融資特別会計からの予算で手当

てされている。 

 JOGMEC は、前身の石油公団の機能等を引き継ぐ形で平成 16 年に設

立された。石油公団時代には、自主開発量の確保を重視するあまり、資金

の効率的な運用が不十分であったほか、責任体制が曖昧であったことも

あり、多額の繰越欠損金が生じた（平成 16 年度において約 5,200 億円）

といった課題が見られた。こうした課題を踏まえ、JOGMEC は「民間主

導の原則」を基本とし、出資・債務保証の支援割合の上限を５割としてい

る。 

 

ロ）JOGMEC の繰越欠損金 
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 JOGMEC においても繰越欠損金が増加傾向にあることに厳に注意し

なければならない。2011 年度（平成 23 年度）に JOGMEC に繰越欠損

金が生じて以降、５年間で約 1,500 億円の水準まで増加している。繰越

欠損金の増加要因を分析すると、JOGMEC が支援した探鉱案件のうち、

損失確定として評価損が計上された事業終結案件が約 40％まで増加して

しまっていることが指摘できる92。欠損金の原因となっている探鉱業務を

抑制するなど、探鉱・開発案件の適切な規模について検証し、JOGMEC

の収益改善を図ることが求められる。〔資料Ⅱ－６－４参照〕 

 

ハ）JOGMEC による民間企業向け債務保証と出資金予算 

 近年、JOGMEC による民間企業向け債務保証額は原油価格の変動に概

ね連動して減少してきているものの、JOGMEC に対する出資金予算額

（エネルギー対策特別会計、財政投融資特別会計）はそうした動きと逆相

関となり、拡大傾向となっている。JOGMEC は「民間主導の原則」を基

本としている以上、業務が肥大化することのないよう、JOGMEC による

適切な支援対象・手法の在り方を検討しつつ、出資金予算額の規模につい

て厳しく見直すべきである。〔資料Ⅱ－６－５参照〕 

 

ニ）JOGMEC のリスク管理態勢 

 昨年の JOGMEC 法改正93に伴い、JOGMEC は海外の資源会社の企業

買収が可能となったほか、国営石油企業株式のケースであれば JOGMEC

のみでの単独出資が可能となった。こうした単独出資案件では JOGMEC

自身でリスク評価を行う必要性があるが、リスク評価のための内部規定

が整備されていないのが現状であり、リスク管理態勢の向上のため、早急

に内部規定が策定されることが求められる。その上で、適切にリターンが

見込める案件については、企業買収や単独出資など法改正により拡充さ

れた仕組みを利用することを考慮すべきである。その際、必要資本量を精

査しつつ、政府保証付き借り入れを有効に活用していくことも求められ

                                                  
92 繰越欠損金には、探鉱出資時における出資額の２分の１の評価損計上も含まれている。 
93 「独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構法の一部を改正する法律」（平成 28 年 11 月

16 日法律第 78 号）。 
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る。〔資料Ⅱ－６－６参照〕 

 

（２）省エネルギー予算、再生可能エネルギー予算等 

①  省エネルギー予算 

 省エネルギーを効果的に進めるためには、幅広い事業者や消費者に取

組を促す必要があり、規制的手法を中心に取り組みつつ、補完的に予算を

必要分野に限って重点化して活用していくことが必要である。 

 こうした規制的手法の一環として、昨年から経済産業省は「事業者クラ

ス分け評価制度」を導入した。これは、省エネ法94の定期報告を提出する

全ての事業者を省エネ実績に応じて４段階評価（S・A・B・C）のクラス

分けを行い、クラスに応じたメリハリのある対応を実施することを企図

している。〔資料Ⅱ－６－７参照〕 

 しかし、クラス分け評価の実績について、平成 27 年度と平成 28 年度

を比較すると、平成 28 年度では S クラスが減少する一方、A・B クラス

が増加している（C クラスは該当なし）。同クラスは努力目標を達成でき

ていないが、その割合は 31％から 42％に増加している。〔資料Ⅱ－６－

８参照〕 

こうした結果は、クラス分け評価が有効に機能していないことを示唆

している可能性がある。省エネ取組が不十分な事業者に対する経済産業

省によるペナルティの強化や、クラス分けの細分化について検討を行う

ことが必要である。ペナルティについては、例えば、現行では S クラス

のみが公表されているが、その他クラスに対する努力目標未遵守の公表

や、経済産業省の指導の強化についても検討する余地がある。 

 

②  再生可能エネルギー予算 

 再生可能エネルギーの導入に当たっては、固定価格買取制度（FIT）の

下で、国民負担が増加傾向にある点に留意すべきである。平成 29 年度の

FIT 買取費用は約２兆 7000 億円に上る見込みであり、2030 年度にはこ

の費用が約４兆円に増加すると想定されている。本年施行された FIT 法

                                                  
94 「エネルギーの使用の合理化等に関する法律」（昭和 54 年６月 22 日法律第 49 号）。 

― 75 ―

―  ―0123456789

MC-81



 

の改正95によって、大規模太陽光発電の入札制度といった買取価格抑制の

ための一定の見直しが行われたものの、いまだ海外での再生可能エネル

ギー買取価格と比べると高止まりしている。FIT の下で利潤も保証され

ており、コスト低減のインセンティブが弱い中、一層の価格競争の促進や

工法の効率化など、FIT 買取価格の更なる引下げの方途についての検討

が急務である。〔資料Ⅱ－６－９参照〕 

再生可能エネルギー予算の課題の一例として、ごみ焼却施設における

エネルギー利用については、小規模施設ではほとんど発電がなされてお

らず、ごみ焼却から生じるエネルギーが無駄になっている。こうした施設

の更新に当たっては、エネルギー対策特別会計を活用し、エネルギー利用

の高度化がなされることを原則とすべきである。〔資料Ⅱ－６－10 参照〕 

 

省エネルギー予算、再生可能エネルギー予算の双方に通じた課題であ

るが、研究開発、実証、設備導入補助など、予算が総花的になりがちであ

るため、優先順位付けを明確化し、政策効果の高い予算への重点化を進め

る必要がある。その際、特に、国の支援から生じる市場への影響や、モデ

ル事業が終了した後の展開の見通し、国と民間の役割分担、導入補助金か

らの自立といった視点をもって検討を進めていく必要がある。〔資料Ⅱ－

６－11 参照〕 

                                                  
95 「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法等の一部を改正する

法律」（平成 28 年６月３日法律第 59 号）。 
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７．中小企業 

 

近年、中小企業の経営状況は着実に改善してきている。これまでの各般

の中小企業支援策の効果もあり、特に、中規模企業については、経常利益、

現預金、内部留保がいずれも過去 高水準に達している。一方で、借入金

は大幅に減少し、設備投資もリーマンショック前の水準を下回っている

中、有形固定資産は減少傾向にある。〔資料Ⅱ－７－１参照〕 

今後、労働力人口の減少が見込まれる中、既に人手不足感が急速に高ま

ってきており、更なる成長を目指していくためには、付加価値を生み出す

効果的な設備投資を通じて中小企業の労働生産性を高めていくことが不

可欠となっている。また、中小企業の経営者の高齢化が進展している現状

を踏まえれば、新興企業の育成や生産性の高い企業における円滑な事業

承継・再編・統合の実現と併せて開業率・廃業率 10％台96を実現していく

など、新陳代謝を促していくことも重要である。〔資料Ⅱ－７－２参照〕 

こうした中、 近の中小企業支援策を概観すると、多くの中小企業が利

用する資金繰り支援や税制上の支援と、利用者は一部に限られるものの、

ライフステージごとに企業活動全般を網羅するように予算措置されてい

る各種補助金等で構成されている。〔資料Ⅱ－７－３参照〕 

このうち、資金繰り支援に関しては、昨年の当審議会の建議も踏まえ、

担保・保証に依存せず、事業性を評価した融資を促進する金融行政と連携

し、金融機関と信用保証協会との間の適切なリスク分担を求めることを

通じて、金融機関が事業性資金の供給に併せて経営支援機能を発揮して

いくことを促すための信用補完制度の見直しが行われた。今後、新たな制

度の運用状況や見直しの効果を検証するとともに、保証料率・保険料率の

在り方についても検討し、必要に応じて、更なる見直しを行うべきである。

〔資料Ⅱ－７－４参照〕また、先般、株式会社商工組合中央金庫の危機対

応業務における不正事案についての調査結果が公表された。国の予算を

活用した業務であることを踏まえ、民業補完の趣旨に反することがない

                                                  
96 「日本再興戦略」（平成 25 年６月 14 日閣議決定）において「開業率が廃業率を上回る状態に

し、米国・英国レベルの開・廃業率 10％台（現状約５％）を目指す」とされ、その後の成長

戦略における KPI とされている。 
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よう、適切に制度を運用すべきである。 

一方で、中小企業向けの補助金については、近年、高い補助率のものが

多くなっているが、こうした高率の補助金については、以下のような弊害

も懸念される。〔資料Ⅱ－７－５参照〕 

・ 事業コストを大幅に引き下げるため、モラルハザードが生じ、効率的

な投資等に向けた適切な経営判断が妨げられる。 

・ 補助金の獲得自体が目的化し、事業活動における補助金依存度が高ま

る。 

・ 適正な市場競争を歪め、生産性の低い企業の退出を妨げるなど、新陳

代謝を阻害する。 

以上のような中小企業を取り巻く現状を踏まえれば、今後の中小企業

支援策は、市場競争を前提に、独立した中小企業者の自主的な努力の助長

を旨とする「中小企業基本法」の原点に立ち返り、経営力強化に向けた自

律的な取組を促していくことが適当である。中小企業の手元資金の改善

状況や信用補完制度の見直しの趣旨もあわせ考えれば、中小企業の資金

需要に対する補助金等の財政資金の必要性は低下してきており、新たな

信用補完制度の下で民間資金の活用により対応していくことを基本とす

べきである。〔資料Ⅱ－７－６参照〕 

 その上で、中小企業向けの補助金については、現下の中小企業政策の課

題を踏まえつつ、公平・公正な競争環境の確保やモラルハザードの防止の

観点から不断の見直しを行うとともに、中小企業セクター全体への波及

効果が大きく、生産性向上につながるような分野・対象（オープンイノベ

ーションによる研究開発等）に重点化していくべきである。 

 同時に、事業の効率性が高まるよう、補助率のメリハリ付け等の効果的

な対応を講じていく必要がある。更に、中規模企業と小規模企業では財務

基盤に違いがあることや、小規模企業については、「小規模企業振興基本

法」において事業の持続的発展が旨とされていることを踏まえ、補助の在

り方を含めて、両者に対する支援の枠組みを再構築していくことも重要

である。 
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８．ODA・外交関係 

 

 我が国は、「質の高いインフラ投資」、「自由で開かれたインド太平洋戦

略」などを推進し、日本の国益に貢献するよう、政府開発援助（ODA）

を戦略的に展開している。そうした中、我が国の一般会計 ODA 予算は平

成９年をピークに減少傾向にあるが、支出総額の事業見込は有償資金協

力の増加等により増加している。 

 事業量見込の内訳を見ると、大規模プロジェクトへの支援を行いやす

く、途上国のオーナーシップを後押しするなど経済的インセンティブが

働く有償資金協力の規模が拡大してきている。〔資料Ⅱ－８－１参照〕 

 我が国から途上国への資金全体の流れに目を向けると、近年、民間資金

が ODA などの政府資金を大きく上回っており、民間資金のうち直接投資

は、10 年間で ODA を超える規模にまで増加している。民間直接投資は、

途上国の国内産業の強化や雇用増大につながるとともに、二国間の持続

的な経済関係の発展に資する重要なものであり、途上国側でも、雇用と技

術移転をもたらし、自立的発展に資するものとして評価する動きも見ら

れるようになっている。〔資料Ⅱ－８－２参照〕 

これらを踏まえ、外務省・国際協力機構（JICA）が実施する無償資金

協力・技術協力についても、紛争地域における平和構築支援など、世界の

平和と安定に直接資するような ODA は別として、途上国における民間の

投資環境の整備・改善に資する事業も重視していく必要がある。このため、

現在、事業実施規模が僅かにとどまっている無償資金協力・技術協力の

PPP97や BOP ビジネス98について、民間の事業意欲を引き出しつつ、高

い数値目標を設定し、関連案件の拡大に取り組んでいくべきである。〔資

                                                  
97 ODA 分野の PPP（public–private partnership）は、民間企業の知見を ODA の案件形成か

ら取り入れて、例えば、基礎インフラは ODA で整備し、投資や運営・維持管理は民間で行う

といったように、官民で役割分担し、開発効率の向上とともに持続可能な形の事業の実施を目

指すもの。現在、無償資金協力における PPP 関連の件数は、年間１件程度とごく僅かにとど

まっている。 
98 BOP（Base of the Economic Pyramid）とは、開発途上国・地域の低所得階層。ODA を実施

する上では、こうした低所得階層の生活向上等につながる BOP ビジネスを積極的に行う企業

と連携することで、一過性の支援ではなく、持続的な活動につなげることができる。近年、技

術協力における BOP ビジネス関連の案件の事業規模は毎年総額８億円程度で横ばいとなって

いる。 
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料Ⅱ－８－３、４参照〕 

 

（１）ODA 実施主体としての JICA の課題 

 第一に、JICA の有償資金協力勘定については、現在は収入が支出を上

回る順ザヤとなっているが、新規の平均約定金利は年々低下傾向にある。

今後も低金利による貸付けが続けば、逆ザヤに転換することが予想され、

一般会計から多額の支出を強いられたり、事業量が制約されたりするお

それが高い。このように貸付金の金利が低下している背景としては、日本

企業の技術を活用すれば低金利となる仕組み（STEP）など金利の低い優

遇条件の活用が増加傾向にあることが挙げられるが、JICA の財務状況の

観点も踏まえ、不断に貸付金利の見直しを行っていく必要がある。また、

無償資金協力や技術協力を上手く活用すれば、低金利に頼らずに、計画策

定段階から我が国の優れた技術を支援プロジェクトに盛り込むことも可

能であり、こうした有償資金協力につながる無償資金協力・技術協力の拡

大に取り組んでいくべきである。我が国の優れた技術を使用したプロジ

ェクトは、相手国にとって利益になるものと考えられる。〔資料Ⅱ－８－

５参照〕 

第二に、技術協力については、その実施機関である JICA に対し、事業

費も含め裁量性の高い独立行政法人運営費交付金として予算措置されて

おり、その事業の有効性等については不断に検証を行う必要がある。〔資

料Ⅱ－８－６参照〕 

例えば、ボランティア事業の場合、青年海外協力隊における派遣隊員の

約３割は、資格・専門能力等が不要な募集職種が占めるに至っている。ま

た、近年東京オリンピック・パラリンピックを見据えスポーツ分野の隊員

を約３倍に増加させている。ボランティア事業全体で JICA の運営費交

付金の中から年間約 100 億円の予算が使われていることを鑑みると、期

待される役割を明確にした上でボランティアの派遣を行い、手当て等の

在り方を含めて効果検証を厳密に行う必要がある。〔資料Ⅱ－８－７参

照〕 

また、研修生の受入事業についても、途上国に対する技術協力の一環と
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して、同様に運営費交付金から年間約 44 億円の予算を使って、日本の大

学に留学生を受け入れ、学費等を支援している。趣旨は異なっているもの

の、文部科学省が実施している国費留学生と比べ、選考倍率が後者の約

20 倍に対して、JICA 事業の中核を占めるアフリカを対象としたプログ

ラムは約 5.6 倍にとどまる一方、１人当たりの年間予算額は文部科学省

事業の約 200 万円に対し、約 500 万円となっている。こうした実態を勘

案し、文部科学省事業との目的の違いを踏まえた整理や連携を図るとと

もに、留学終了後の母国への貢献や政策的効果の精査を行うことを提案

したい。〔資料Ⅱ－８－８参照〕 

このように JICA の個々の事業内容について、有効性・効率性や他省庁

との事業の重複等の観点から検証を行い、必要に応じ見直しを行うとと

もに、国民へのアカウンタビリティーの強化を図るべきである。 

 

（２）国際機関等に対する任意拠出金の見直し 

外務省は、平成 27 年度から任意拠出金99の評価を開始し、概算要求に

際しては、これに基づき要求額に差をつける取組を行っている。しかしな

がら、評価結果は高評価の A と B に偏り、低評価の C（一部改善が必要）

は僅か、D（実績が不十分）は０となっており、予算規模の大きい事業は

特に A 評価に偏っている。予算のメリハリをつける観点からは、まだま

だ取組が不十分な状況と言わざるを得ない。予算配分の観点からも優先

順位が明らかとなるよう、評価に第三者の視点を取り入れるなど、透明

性・客観性の向上に更に努めるべきである。特に A 評価、B 評価につい

てはその評価根拠をより具体的にし、日本の国益に資していることを分

かりやすく説明する必要があろう。〔資料Ⅱ－８－９参照〕 

 また、平成 26 年に、会計検査院は、任意拠出金が拠出先で使われずに

次年度に多額の繰越額が発生しているケースがあるとして、支出額や繰

越額を適時適切に把握し、これに応じて拠出する必要があると指摘して

いる。拠出先で拠出金が使われずに次年度に多額の繰越額が発生してい

                                                  
99 任意拠出金：分担金や義務的拠出金と異なり、我が国が有益と認め、支援すべきと判断した

事業等に対し、自発的に支出するもの（平成 29 年度予算は、総計 765 億円でうち外務省分は

327 億円）。 
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る場合には、その実態を精査した上で、拠出金の削減・停止を求めていく

べきである。〔資料Ⅱ－８－10 参照〕 

 

（３）外務省定員と在外公館 

 外務省は、我が国の外務省の人員体制及び在外公館数は主要国に比べ

未だ低い水準であるとして、外務省定員の大幅な増員及び在外公館の新

設を要求している。 

 しかしながら、そもそも我が国は、諸外国よりも少ない公務員数で行政

需要に応える簡素で効率的な政府を実現しており、外交官の数が外交力

につながるとの主張は、簡素で効率的な政府を掲げる我が国の行政運営

の基本方針との整合性を問われるべきである。 

 また、在外公館については、近年、その「量」を追い求めてきた結果、

その数は英独と同水準である。更に、北大西洋条約機構（NATO）や欧州

安全保障機構（OSAE）、欧州評議会といった地域限定の国際機関への代

表部を除くと日本の在外公館は英国を上回り、ドイツと同数である。他方

で、現地に日本の大使館がない45か国との人的・経済的結びつきは弱く、

新設のニーズ及びその効果がどこまで見込まれるのかについて、大いに

議論の余地がある。 

大使館を増設すれば、その新設費用だけでなく、毎年相応の運営費用が

新たな財政負担として発生し、既存公館の経費や人員は逆に手薄となる

おそれが高いことにも留意する必要がある。在外公館の新設に当たって

は、費用対効果の観点から厳しくチェックされるべきである。〔資料Ⅱ－

８－11、12 参照〕 

 厳しい財政状況を踏まえれば、今後も、在外公館の「量」と「質」の

二兎を追うのは現実的ではなく、ここで一旦立ち止まって、在外公館に

求められる役割とその環境整備の在り方を改めて整理すべきである。 
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９．防衛 

 

我が国を取り巻く安全保障環境は、北朝鮮による核開発や累次の弾道

ミサイル発射、中国の領海侵入・領空侵犯等、とみに厳しさを増している。

我が国としては、こうした安全保障環境の変化に、一層の緊張感をもって

対処していく必要がある。 

我が国の安全保障は、防衛力に加え、日米同盟を基軸として関係各国と

安全保障協力を積極的に推進することによって確保されてきた。そして、

持続的な防衛力整備は、安定的な経済、高度な技術、健全な財政といった

総合的な国力を背景として初めて可能となることを認識した上で、効果

的、効率的に我が国の防衛力を高めていく必要がある。 

政府は、我が国の防衛の基本方針を定めた「平成 26 年度以降に係る防

衛計画の大綱」の下、「中期防衛力整備計画」（平成 25 年 12 月 17 日閣議

決定）に沿って防衛力整備を進めている。同計画では、防衛力整備に係る

所要経費について、平成 26 年度から平成 30 年度まで、平均実質 0.8%の

伸び率による総額（23 兆 9,700 億円）（平成 25 年度価格）を確保するこ

とが定められており、本年度は 終年度であるため、同計画の総額の枠内

での編成が前提となっている。〔資料Ⅱ－９－１参照〕 

 財政健全化に向け、一般歳出について増加を前提とせずに歳出改革に

取り組む中であっても、緊張の度を増す安全保障環境に適切に対処する

ため、防衛関係費は、一定の所要経費の伸びの枠内で実効性ある防衛力整

備を効率的に行っていかなければならない。特に、現在の北東アジア情勢

の下では、防衛力を整備し、適切に対処することが必要であり、有事の際

に適切に装備品が可動するよう、通常の装備の維持や補修、人材育成や練

度の向上にも留意する必要がある。更に、実効性ある防衛力整備を行うた

めに、新規の防衛装備品の調達は、装備品の質を低下させることなく、価

格面を含めて効率化・合理化することが強く求められている。付言すれば、

装備品調達における徹底したコストダウンは、防衛力整備に資するのみ

ならず、国内防衛産業の価格競争力の強化にもつながる重要な要素とも

言える。 
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 防衛関係費の構造を見ると、人件・糧食費を除けば、装備品取得等に係

る歳出化経費の割合（平成 30 年度概算要求総額の 37％）が大きい。防衛

装備品の調達等は複数年度にわたるものが多く、国庫債務負担行為等を

通じて歳出化経費として後年度の負担となることから、その割合が増加

していけば予算の硬直化を招き、時々の安全保障環境等に応じた柔軟な

対応ができなくなる。〔資料Ⅱ－９－２～４参照〕 

 「中期防衛力整備計画」では、「調達改革等を通じ、一層の効率化・合

理化を徹底した防衛力整備に努め、概ね 7,000 億円程度の実質的な財源

の確保を図る」こととされており、平成 26 年度から平成 29 年度までの

間に、5,730 億円が効率化による縮減額とされてきたところである。これ

に、平成 30 年度概算要求における縮減額を加味すれば、7,000 億円を上

回る見込みであるが、平成 30 年度予算編成に当たっては、特に原価の精

査等を通じ、更なる価格低減を厳しく追及し、この額の上積みを図るべき

である。〔資料Ⅱ－９－５参照〕 

 

（１）調達改革 

昨年の当審議会では、調達改革等を通じた防衛関係費の効率化・合理化

に向けて、具体的に８項目（①装備品の取得方法の効率化・ 適化、②装

備品のライフサイクルを通じたプロジェクト管理の強化、③「防衛装備移

転３原則」を踏まえた装備品の海外移転、④知的財産権の活用、⑤国内産

業の再編・連携、⑥原価の監査の徹底、⑦GCIP100率の在り方、⑧契約時

における価格上昇リスクの抑制）を指摘したところである。実際に、防衛

省においても、プロジェクト管理の対象装備品の拡大、GCIP 率の在り方

を検討するための経費率研究会101の設置、コストデータベースの構築な

ど、調達改革等の取組を進めているところであるが、引き続き、内容を精

査するとともに、財政当局として督励していく必要がある。一方、８項目

の指摘に従って、調達改革等の取組を進めている中で、国内産業の生産分

担や FMS（Foreign Military Sales）に関する課題も出てきたため、当審

                                                  
100 GCIP : 一般管理費及び販売費を GC (General Cost)、利子を I (Interest)、利益を P 

(Profit）とし、装備品価格を算出するために用いる構成要素。 
101 平成 29 年１月に防衛省に経費率研究会が設置された。 
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議会でも取り上げることとなった。 

防衛装備品の調達においては、市場価格の存在しないものが多数存在

するという特殊性があるため、防衛省の定める予定価格訓令に基づき、原

価計算方式により製造原価に GCIP 率を掛け合わせることで防衛装備品

の取得単価を設定している。これ自体は、防衛装備品調達における価格設

定の在り方として、不合理とまでは言い難いが、企業側からすると、製造

原価（直接材料費、加工費、直接経費）が増えれば、それだけ GCIP に相

当する額も比例して増加することから、企業のコストダウンのインセン

ティブが生まれにくい状況となっている。昨今の安全保障環境を踏まえ

ると、装備品取得の重要性は理解できるものの、原価の精査の徹底により

製造原価の抑制を図る必要がある。 

また、機種選定時や中期防衛力整備計画策定時の見積もりと比較し、実

際の要求単価にあっては、装備品の高性能化・複雑化に伴う価格上昇だけ

では説明がつかない、加工工数や設計工数の増加といった要因による価

格上昇も存在している。装備品としての取得単価が企業側からの一方的

な主張による価格上昇となっていることも懸念されることから、防衛省・

自衛隊が、予算要求の段階から、企業の見積もりを厳しく精査し、価格の

低減を追及していく必要がある。 

GCIP 率の在り方の見直しについては、昨年の当審議会でも指摘したと

ころである。一般に製造の元請けと下請けの関係にあっては許容されて

いることとはいえ、装備品の開発・製造において、各々が主契約企業とな

り得る大手企業の間で作業工程を分け合い、生産を分担しているケース

にまで、主契約企業が製造分担企業のコスト・GCIP も含めた総原価に主

契約企業の GCIP 率を乗じることも（いわゆる「ダブル GCIP」）、高コス

ト構造をもたらしている。GCIP については、昨年の当審議会の指摘を踏

まえて、GCIP の付加対象の部分的な整理102を行っているとされるが、ダ

ブル GCIP に関しても、早急に是正措置を採ることを強く求めたい。〔資

料Ⅱ－９－６、７参照〕 

                                                  
102 経費率研究会において、平成 29 年６月に、初度費（設計費や専用治工具費等）については

内製的・外製的の区分に応じて GCIP の付加対象を区別することが整理された。 
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（２）FMS（Foreign Military Sales）103に基づく調達 

 近年、装備品の調達の中でも、FMS に基づく調達が増えている。FMS

については、米国政府が武器輸出管理法に基づき、武器輸出適格国に対し、

装備品等及び役務を有償で提供するものである。FMS調達の特性として、

米国の対外援助の一部として米国政府が FMS の条件を定め、購入国はこ

の条件を受諾することによりはじめて必要な援助を受けられる。こうし

た FMS 調達については、価格上昇要因の未把握等の課題があり、米国政

府との調整・折衝によって、対象となっている装備品の単価内訳を透明化

することや装備品のコスト低減の取組を強化する必要がある。 

FMS により取得している装備品の例として、F-35A 戦闘機が挙げられ

るが、同戦闘機の調達に当たっては、国内防衛産業基盤の維持・発展を目

的として、国内企業が米国企業の下請けとして参画するスキームとなっ

ている。これにより、米国からの輸入と比較して、一機当たり 40 億円104

（国内企業への設備投資費も加味すると、一機当たり 79 億円105）程度の

価格差が見られるところである。しかしながら、平成 29 年 9 月の会計検

査院報告によると、平成 25 年度に調達した２機について、国内企業の製

造部品が搭載されていなかったとされている（平成 26 年度に調達した 4

機も同様の可能性が指摘されている。）。 

防衛省においては、F-35A の調達に関し、国内防衛産業基盤の維持・

発展という政策目的を達成するための施策の妥当性につき、納税者への

説明責任の点から、改めて検証すべきである。その上で、会計検査院報

告で指摘されたことの是正、政策目的を達成するために投じられた財政

                                                  
103 FMS (Foreign Military Sales）有償援助調達：海外製の防衛装備品について外国政府を経由

して調達する仕組み。米国政府が見積った価格を提示し、納期は出荷予定時期に過ぎず、支払

いは前払いが原則（納入・給付終了後、米側が精算し過不足を調整）となっている。 
104 平成 29 年２月の米国防総省や製造企業の発表では、米国調達分を含む 新の機体単価は、

9,460 万ドル（約 107 億円）となる旨が示されている。一方、日本が FMS により調達する F-
35A については、国内企業が製造に参画していることにより、国内企業維持費等が加算され、

機体単価は約 147 億円（平成 29 年度予算）となっており、比較すると、米国調達分とは一機

あたり 40 億円の差が生じている。 
105 初度費として合計 1,467 億円が予算で措置されていること（38 機の調達を予定した場合に一

機分として初度費を割り戻す）を踏まえると、一機あたりでは更に 39 億円のコスト増となっ

ている。 
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資金の国庫返還、F-35A の米国からの完成機輸入等について、速やかに

検討し、対応すべきである。〔資料Ⅱ－９－８、９参照〕 
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１．財政の現状と課題

・ 深刻な財政状況の中で少子化対策への支出を拡大し、2020年度のプライマリーバランス（PB）黒字化目標の達成は困難となる

旨を政府が発表した以上、我が国の財政規律がこれまでにも増して強く問われていることを認識すべき。今こそ財政に対する信

認を確保すべき。

・ 国民の不安解消、消費の喚起につなげるためには、財政再建に対する政府のコミットメントを説得力ある形で示すことが必要

不可欠。

２．財政健全化に向けた基本的考え方

・ 財政健全化は、財政や社会保障の将来に対する不安を払拭し、安心して消費・投資できる環境を整備するためにも必要。

・ PB黒字化は債務残高対GDP比を安定的に引き下げていくための必要条件。財政健全化目標として債務残高対GDP比の安

定的な引下げは重要だが、同指標は経済成長率や金利に左右され、実績を見ても政府の見通しに反して一貫して上昇しており、

それのみでは実効性ある財政運営の指針となり得ない。

・ 諸外国の例を見れば、景気拡大による歳入増のみに頼るのではなく、景気が拡大する中でより一層歳出抑制に取り組むこと

が重要。

３．今後の財政運営についての考え方

・ 「経済・財政再生計画」における「集中改革期間」の最終年度である平成30年度予算においても歳出改革の「目安」を遵守し、

一般歳出の伸びを5,300億円以下、そのうち社会保障関係費の伸びを5,000億円以下に抑える必要。その際、中長期的な視点

に立って、生産性向上に資する質の高い予算とすべき。

・ 新たな財政健全化計画は、具体的な歳出・歳入措置を掲げたうえで、現実的な前提等に基づき、できる限り早期のPB黒字化

達成を目指すべき。現行の「目安」を最低限の出発点として、更なる歳出改革の加速に向けて踏み込んだ検討を行うべき。2022

年（平成34年）から「団塊の世代」が75歳以上となり始め、社会保障関係費が急増することを強く意識する必要。

・ 消費税率10％への引上げは約束どおり平成31年10月に実施すべき。

平成29年11月29日
財政制度等審議会

平成30年度予算の編成等に関する建議（概要）平成30年度予算の編成等に関する建議（概要）

Ⅰ．総 論

MC-95



Ⅱ．平成３０年度予算編成における具体的な取組①

平成30年度は、集中改革期間の最終年度。手を緩めることなく改革に取り組み、社会保障関係費の「目安」をしっかりと達成する必
要。また、これまでの改革項目の進捗状況を検証するとともに、新たな改革項目の検討を早期に進めるべき。

１．医療

・ 診療報酬改定：国民負担の増加の抑制や制度の持続可能性の観点から、▲２％半ば以上のマイナス改定が必要。これまでの
賃金・物価の動向等を踏まえ、診療報酬本体についても一定程度のマイナスとすべき。地域医療構想の実現に向けた対応（急性
期病床の適正化など）、薬局の実態を踏まえた調剤報酬の抜本的な見直しを行うべき。

・ 薬価制度の抜本改革：「薬価制度の抜本改革に向けた基本方針」に基づき、「毎年調査・毎年改定」、「新薬創出等加算のゼロ
ベースでの抜本的な見直し」、「費用対効果評価の活用」など、改革を具体化し、十分な国民負担の軽減につなげるべき。

・ 医療・介護提供体制：医師の配置等に係る実効的なコントロール、療養病床の再編などに取り組むべき。

・ 改革工程表の着実な実施：病院への外来受診時の定額負担、先発医薬品価格のうち後発医薬品に係る保険給付額を超える部
分の負担、地域別診療報酬のあり方等について、平成29年末までに結論を得る必要。また、後期高齢者の窓口負担、薬剤自己負
担の引上げ等についても、できる限り速やかに検討を進めていくべき。

２．介護

・ 介護報酬改定：保険料負担の増加を抑制するため、平成29年度臨時改定（処遇改善）とセットで考えるべきであり、一定程度のマ
イナスが適当。また、生活援助サービス等の報酬水準の適正化が必要。

・ 制度見直し：調整交付金を活用したインセンティブの強化、軽度者に対する生活援助サービス等の地域支援事業への移行など
に取り組むべき。

３．子供・子育て

・ 子供・子育て分野の充実・強化を図る中においても、不断の見直しに取り組み、効果的・効率的な支援としていく。（保育所運営
に係る公費の適正化、児童手当特例給付を廃止の方向で見直し等）

・ 人づくり革命や全世代型社会保障制度の実現に向け、企業も相応の役割を担うことが求められる。（事業主拠出金の活用）

４．障害福祉・生活保護

・ 障害者の社会の支え手としての活躍の観点等も踏まえ、障害福祉サービスについて、その内容や報酬を適正化する必要。

・ 生活保護制度について、生活扶助基準の見直しのほか、後発医薬品の使用促進や頻回受診対策による医療扶助の適正化等に
も取り組む必要。

１．社会保障
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・ 我が国の競争力強化等に向けて、教育・科学技術の質を高めていくことが重要。その際には、将来世代に負担を先送りするこ

となく、限られた財政資源を最大限活用するべき。

・ 幼児教育の無償化を進めるに当たっては、保育料の引上げを助長することがない仕組みとしていくことが重要。

・ 児童生徒数の減等を勘案すれば、児童生徒当たりの教職員数は増加。更なる教職員数の増加は、定量的・客観的なエビデン

スやPDCAサイクルの確立が前提。教員が多くの時間を授業に充てられるよう、業務の適正化が必要。新学習指導要領の実施

については、授業内容や教員配置の見直し、外部人材の活用や免許の見直し等を通じて対応すべき。

・ 大学改革については、大学の教育の成果を問うことで、大学と学生が、その成果を確実に得られる努力をし、好循環を実現す

ることが重要。

高等教育の経済的負担軽減の拡充に当たっては、質の高い教育を行うための大学改革を進め、社会からも評価されてい

る大学を前提としつつ、学生が勉強するインセンティブを高め、定員割れ大学等の単なる経営支援にしないことが重要。

・ 私学助成については、定員割れ大学への配分を見直し、教育の質や成果を示す客観的な指標等に応じた配分とすべき。

・ 科学技術については、研究開発の効率性が必ずしも高いとは言えず、予算のメリハリ付け、効率化・適正化等が必要。

・ 国・地方の財政状況の違いも考慮しつつ、地方財政計画の歳出を着実に抑制し、歳出歳入ギャップを縮小していくことが重要。

・ 地方財政計画と地方歳出決算について「PDCAサイクル」を回していく必要。試算によれば、計画における歳出が決算における

歳出を継続的に1兆円前後上回っている。各年度に必要となる財源保障の適正規模について、より一層の精査が必要。

・ 地方の基金残高は、21.5兆円と過去最高（平成28年度末）。各地方公共団体の基金残高の増加要因等を分析・検証し、国・地

方を通じた財政資金の効率的配分に向け、地方財政計画への反映等につなげていく必要。

・ 地方税収等の計画からの上振れ分については、地方財政計画上でも精算を行い、地方交付税総額に反映させるべき。

・ 地方消費税の清算基準は、最終消費の実態を適切に反映できていないなどの問題があることから、人口基準の比率を大幅に

高めるなど抜本的な見直しが必要。

・ 国庫補助事業の不用に係る地方負担分の計上の適正化やトップランナー方式による効果の計画への反映等を進めていく必要。

２．地方財政

３．文教・科学技術

Ⅱ．平成３０年度予算編成における具体的な取組②

MC-97



４．社会資本整備

Ⅱ．平成３０年度予算編成における具体的な取組③

５．農林水産

・ 規制的手法を中心に取組を行うとともに、予算では、政策効果の高い事業への重点化を進めることが必要。JOGMECについては「民間

主導の原則」の下、適切な支援対象・手法のあり方を検討しつつ、出資金の規模について厳しく見直すべき。

６．エネルギー・環境

・ 中小企業向けの補助金について、公平・公正な競争環境の確保やモラルハザードの防止の観点から不断の見直しを行うとと

もに、生産性向上につながるような分野・対象への重点化、補助率のメリハリ付け等を実施すべき。

７．中小企業

・ ODAについて、途上国における民間の投資環境の整備・改善に資するよう、無償・技協のPPPやBOPビジネス関連案件の拡

大に取り組んでいくべき。ODAの実施主体であるJICAについては、有償資金協力において不断に貸付金利を見直していくとと

もに、技術協力においてもボランティアや研修事業などについて有効性等の検証を行い、必要に応じ見直しを行うべき。

８．ODA・外交関係

・ 「中期防衛力整備計画」や「経済・財政再生計画」に沿って、周辺海空域における安全確保、島嶼部攻撃や弾道ミサイル攻撃へ

の対応等について重点化をしつつ、実効性ある調達改革等を通じた装備品の価格低減を図ることで、メリハリある予算とすべき。

９．防 衛

・ 農地中間管理機構は、集積の実態を把握しつつ、財政的に持続可能な形で担い手への農地集約を進める施策を検討すべき。

TPP及び日EU・EPA対策の検討にあたっては、各事業のKPIに照らして真に生産性向上や競争力強化につながるものに支援を集

中するべき。林業は、条件有利地に支援を重点化するとともに、成長産業化に向け新しい需要創出や輸出なども支援すべき。

※ TPP： 環太平洋パートナーシップ（Trans-Pacific Partnership） 、 EPA： 経済連携協定（Economic Partnership Agreement）

※ JOGMEC： 独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構（Japan Oil, Gas and Metals National Corporation）

※ PPP： Public–Private Partnership 、 BOP： Base of the Economic Pyramid

・ 社会資本の整備水準の向上等に加え、好調な民間投資、GDPギャップの解消、人手不足等を踏まえると、公共事業の安易な

追加は厳に慎むべき。総額の抑制に取り組み、民間投資を阻害しないようにしつつ、生産性を高める事業と防災・減災・老朽化

対策への重点化、民間活用等による効率化を進めるべき。
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